
資料編１_協議会条例 

１ 福井市国民保護協議会条例 

 
平 成１８年 ３月７日 
福井市条例第１４４号 

 
（趣 旨） 

第１条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６

年法律第１１２号。以下「法」という。）第４０条第８項の規定に基づき、福井市国民保護協

議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
 

（会長の職務代理） 
第２条 会長（法第４０条第２項の会長をいう。以下同じ。）に事故があるときは、あらかじめ

その指名する委員が職務を代理する。 
 

（委員及び専門委員） 
第３条 協議会の委員の定数は、５０人以内とする。 
２ 専門委員（法第４０条第６項の専門委員をいう。以下同じ。）は、当該専門の事項に関する

調査が終了したときは、解任されるものとする。 
 

（会 議） 
第４条 協議会の会議は、会長が招集する。 
２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 
３ 会長は、協議会の議長となり、議事を整理する。 
４ 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 
 
（幹 事） 

第５条 協議会に、幹事５０人以内を置く。 
２ 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 
３ 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。 
 
（部 会） 

第６条 協議会に、部会を置くことができる。  
２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 
３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。 
４ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が

その職務を代理する。 
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（委 任） 
第７条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 
 

附 則 
この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 
 
 
 



資料編２_対策本部等条例 

２ 福井市国民保護対策本部等条例 

 
平 成１８年 ３月７日 
福井市条例第１４３号 

 
（趣 旨） 

第１条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６

年法律第１１２号。以下「法」という。）第３１条及び法第１８３条において準用する法第３

１条の規定に基づき、福井市国民保護対策本部及び福井市緊急対処事態対策本部（以下「対策

本部」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 
 

（組 織） 
第２条 本部長（法第２８条第１項（法第１８３条において準用する場合を含む。）に規定する

対策本部長をいう。以下同じ。）は、対策本部の事務を総括する。  
２ 副本部長（法第２８条第５項（法第１８３条において準用する場合を含む。）の副本部長を

いう。以下同じ。）は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 
３ 本部員（法第２８条第４項（法第１８３条において準用する場合を含む。）の本部員をいう。

以下同じ。）は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。  
４ 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。  
５ 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。 
 

（会 議） 
第３条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対

策本部の会議（以下この条において「会議」という。）を招集する。 
２ 本部長は、法第２８条第６項の規定により国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席さ

せたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。 
 
（ 部 ） 

第４条 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部を置くことができる。 
２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 
３ 部に部長を置き、本部長の指名する本部員をもって充てる。 
４ 部長は、部の事務を掌理する。 
 
（現地対策本部） 

第５条 現地対策本部（法第２８条第８項の現地対策本部をいう。以下同じ。）に現地対策本部

長、現地対策本部員その他の職員（以下「現地対策本部員等」という。）を置く。 
２ 現地対策本部員等は、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもっ

て充てる。 
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３ 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。 
 
（委 任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。 
 

附 則 
この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 
 
 
 



資料編３_委員・幹事等名簿 

３ 福井市国民保護協議会委員・幹事及び構成団体住所一覧 
 
１号委員（指定地方行政機関） 

No 所        属 委員 幹事 担当所属等 郵便番号 住      所 電話番号 

１ 国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所 事務所長 建設専門官 道路管理課 918-8015 福井市花堂南 2-14-7 35-2661 

２ 海上保安庁福井海上保安署 署 長 次 長  913-0032 坂井市三国町山岸 50-2-2 82-4999 

３ 福井地方気象台 次 長 防災業務課長 防災業務課 910-0857 福井市豊島 2-5-2 24-0069 

４ 北陸財務局福井財務事務所 所 長 総務課長 総務課 910-0004 福井市宝永 2-4-10 25-8230 

 
２号委員 （自衛隊） 

５ 陸上自衛隊第 14 普通科連隊 連隊長 第３科長 連隊本部第３科 921-8104 金沢市野田町 1-8 076-241-2171（235） 

 
３号委員（県職員） 

６ 福井県福井土木事務所 所 長 管理課長 管理課 910-0853 福井市城東 4-28-1 24-5111 

７ 福井健康福祉センター 所 長 主 任 地域支援室 918-8004 福井市西木田 2-8-8 36-1116 

８ 福井警察署 署 長 警備課長 警備課 910-0854 福井市御幸 4-9-1 21-0110 

９ 福井南警察署 署 長 警備課長 警備課 918-8025 福井市江守中町 6-18-2 34-0110 

 
４号委員（市助役） 

10 福井市 副市長  秘書課 910-8511 福井市秘書課 20-5205 

 
５号委員（市教育長・消防長） 

11 福井市 教育長 調整参事 教育委員会 910-8511 福井市教育総務課 20-5341 

12 福井市 消防局長 調整参事 消防局 918-8237 福井市和田東 2-2207 20-0119 

 
６号委員（市職員） 

13 福井市 企業管理者 調整参事 企業局 910-8522 福井市経営企画課 20-5615 

14 福井市 総務部長 調整参事 総務部 910-8511 福井市職員課 20-5250 

15 福井市 危機管理対策監  危機管理室 910-8511 福井市危機管理室 20-5234 
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７号委員（指定公共機関・指定地方公共機関） 

No 所        属 委員 幹事 担当所属等 郵便番号 住      所 電話番号 

16 日本赤十字社福井県支部 事務局長 事業推進課長 事業推進課 918-8011 福井市月見 2-4-1 36-3640 

17 中日本高速道路（株） 福井保全・サービスセンター 所 長 総務担当課長  910-2177 福井市稲津町 16-7 41-3420 

18 西日本電信電話（株） 福井支店 支店長 設備部長 設備部（企画担当） 910-0859 福井市日之出 2-12-5 20-9711 

19 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸支社 代表取締役社長 災害対策室長  920-8202 金沢市西都 1-5  
076- 

225-2065 

20 西日本旅客鉄道（株） 金沢支社福井駅 駅 長 副駅長  910-0006 福井市中央 1-1-1 22-0609 

21 北陸電力（株） 福井支店 総務部長 総務チーム統括 総務部総務チーム 910-0859 福井市日之出 1-4-1 25-8710 

22 福井鉄道（株） 代表取締役社長 総務部長 総務部 915-0802 越前市北府 2-5-20 
0778- 

21-0700 

23 （社）福井県トラック協会 会 長 専務理事  918-8115 福井市別所町 17-18-1 34－1713 

24 （社）福井県バス協会 会 長 専務理事  918-8023 福井市西谷 1-1401 34－1730 

25 えちぜん鉄道（株） 代表取締役社長 取締役鉄道部長 鉄道部 910-0845 福井市志比口 3-1-8 52－7788 

 
８号委員（知識又は経験を有する者） 

26 （株）福井新聞社 総務局長 総務局次長 総務局 910-8552 福井市大和田町５６ 57-5111 

27 （株）日刊県民福井 代表取締役社長 総務部長 総務局 910-0005 福井市大手 3-1-8 28-8611 

28 福井市消防団 中地区団長 南地区団長 消防総務課 918-8237 福井市和田東 2-2207 20-0119 

29 福井市防犯隊 隊 長 副隊長 危機管理室 910-8511 福井市危機管理室 20-5234 

30 福井市自治会連合会 会 長 副会長 行政管理課 910-8511 福井市行政管理課 20-5230 

31 福井市公民館連絡協議会 会 長 副会長 
福井市公民館 
連絡協議会 910-8511 福井市生涯学習課 20-5361 

32 （社）福井市社会福祉協議会 会 長 地域福祉課長 地域福祉課 910-0019 福井市春山 2-7-15 26-1853 

33 福井市連合婦人会 会 長 副会長 
福井市 

連合婦人会 910-0003 福井市松本 4-7-22 福井市青年の家 21-4611 

34 ふくい災害ボランティアネット 理事長 副理事長 
ふくい災害 

ボランティアネット 915-0082 越前市国高 1-2-1 宇野ビル 2Ｆ 
0778- 

21-3966 

35 福井市ＰＴＡ連合会 会 長 副会長 
福井市 

ＰＴＡ連合会 910-0003 福井市松本 4-7-22 福井市青年の家 26-4058 
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資料編３_委員・幹事等名簿 

 

No 所        属 委員 幹事 担当所属等 郵便番号 住      所 電話番号 

36 （社）福井市医師会 会 長 副会長 (社)福井市医師会 910-0001 福井市大願寺 3-4-10 23-0587 

37 福井ケーブルテレビ（株） 代表取締役社長
常務取締役 

営業本部長 

福井ケーブル 
テレビ（株） 910-8510 福井市豊島 1-3-1 三谷ビル 20-3658 

38 福井街角放送（株） 代表取締役 総務部長 福井街角放送(株) 910-8503 福井市中央 1-5-1 Ｕ-Ｃａｎ301 20-1111 

39 福井市沿岸警備協力隊 連合隊長 連合副隊長 
福井市 

沿岸警備協力隊
910-8511 福井市危機管理室 20-5234 

40 福井市農業協同組合 代表理事 理事長 総合企画部 副部長 総合企画部 918-8026 福井市渕 4-606 33-8150 

41 福井商工会議所 理事 事務局長 総務部 次長 ビル運営課 918-8580 福井市西木田 2-8-1 33-8251 

42 福井市老人クラブ連合会 副会長 副会長 
福井市 

老人クラブ連合会
910-8511 福井市長寿福祉課 20-5400 

43 

福井市身体障害者福祉連合会 会 長 副会長 

福井市 

身体障害者 

福祉連合会 

910-8511 福井市社会福祉課 20-5404 
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４ 福井市国民保護避難施設指定一覧 
 
 
 
 
 

 

屋内部
分（㎡）

屋外部
分（㎡）

整
理
番
号

名称 郵便番号 市区町村名 町丁目名・番（番地）・号 電話 ＦＡＸ 管理者名 名称 電話 ＦＡＸ
面積
（㎡）

面積
（㎡）

ト
イ
レ

入
浴
・
シ
ャ

ワ
ー

設
備

給
食
設
備

冷
暖
房
設
備

障
害
者
用

ト
イ
レ

エ
レ
ベ
ー

タ
ー

ス
ロ
ー

プ

鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー

ト
造

（
Ｓ

Ｒ
Ｃ
を
含
む

）

その他 階数 備考

1 福井市木田小学校 9188105 福井市 木田１－１３６０ 0776363800 0776363801 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 7,272 17,091 ○ ○ ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

2 福井市豊小学校 9188011 福井市 月見３－９－１ 0776363802 0776363803 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 6,008 12,742 ○ × × × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

3 福井市足羽小学校 9188007 福井市 足羽３－１－１ 0776353804 0776350654 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 6,758 19,408 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

4 福井市東安居小学校 9188065 福井市 水越２－５０３ 0776353806 0776353994 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 6,215 15,914 ○ × ○ × × × × ○ Ｆ４ ○ ○

5 福井市湊小学校 9100028 福井市 学園１－４－８ 0776228805 0776228807 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 6,919 21,532 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

6 福井市春山小学校 9100017 福井市 文京３－１３－１ 0776228808 0776228809 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 7,043 19,221 ○ × × × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

7 福井市順化小学校 9100005 福井市 大手３－１６－１ 0776205120 0776205121 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 6,115 14,274 ○ ○ ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

8 福井市宝永小学校 9100003 福井市 松本３－１５－１ 0776205122 0776205123 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 5,930 14,492 ○ × × × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

9 福井市松本小学校 9100002 福井市 町屋３－１４－２０ 0776228813 0776228892 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 8,801 16,572 ○ × × × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

10 福井市日之出小学校 9100859 福井市 日之出５－１１－１ 0776541551 0776541550 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 6,715 16,334 ○ ○ × × × × × ○ Ｆ４ ○ ○

11 福井市旭小学校 9100858 福井市 手寄２－２－５ 0776205124 0776205125 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 6,539 12,387 ○ ○ ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

12 福井市和田小学校 9188238 福井市 和田１－２－１ 0776228817 0776226121 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 6,728 17,867 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

13 福井市円山小学校 9188205 福井市 北四ツ居３－１５－１７ 0776545818 0776549041 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 6,510 24,287 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

14 福井市啓蒙小学校 9100842 福井市 開発１－１００８ 0776542819 0776549769 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 6,492 17,292 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

15 福井市西藤島小学校 9100033 福井市 三郎丸１－１４１０ 0776228820 0776226809 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 4,827 18,465 ○ × × × × × × ○ Ｆ４ ○ ○

16 福井市社北小学校 9188055 福井市 若杉４－１４３ 0776352821 0776352719 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 6,224 23,546 ○ ○ ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

17 福井市社南小学校 9188031 福井市 種池２－１２８ 0776352822 0776352879 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 5,922 17,874 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

18 福井市中藤小学校 9100806 福井市 高木町６４－１２ 0776543823 0776543874 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 6,223 11,840 ○ × ○ × × × × ○ Ｆ４ ○ ○

19 福井市河合小学校 9100108 福井市 山室町１０－１２ 0776550009 0776550478 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 4,282 16,353 ○ × × × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

20 福井市麻生津小学校 9188182 福井市 浅水二日町２８－５ 0776381001 0776383718 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 7,034 16,700 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

21 福井市国見小学校 9103402 福井市 鮎川町１０９－３－３ 0776882116 0776882117 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 2,556 6,683 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

22 福井市岡保小学校 9188223 福井市 河水町１８－８ 0776545823 0776545908 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 4,653 14,540 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

23 福井市東藤島小学校 9100827 福井市 藤島町４４－８ 0776542825 0776542764 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 4,524 16,320 ○ × × × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

24 福井市鶉小学校 9103143 福井市 砂子坂町４－３１ 0776830026 0776830541 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 4,068 15,022 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

25 福井市長橋小学校 9103384 福井市 長橋町１８－４８ 0776861119 0776861110 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 1,394 7,531 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

26 福井市高須城小学校 9103374 福井市 高須町７１－３１ 0776861129 0776861120 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 337 2,290 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ２ ○ ×

27 福井市森田小学校 9100143 福井市 下森田新町１９－６７ 0776560131 0776563168 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 7,566 21,922 ○ ○ ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

28 福井市明新小学校 9100063 福井市 灯明寺１－２１０１ 0776228815 0776228896 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 6,512 20,929 ○ × ○ × × × × ○ Ｆ４ ○ ○

29 福井市酒生小学校 9102147 福井市 成願寺町５－１ 0776413017 0776413613 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 4,146 12,708 ○ × × × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

30 福井市一乗小学校 9102157 福井市 西新町１－４ 0776432024 0776432025 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 2,407 6,677 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

31 福井市上文殊小学校 9190314 福井市 生部町３６－６ 0776410514 0776410749 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 3,217 13,934 ○ × × × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

32 福井市文殊小学校 9190321 福井市 下河北町５３－１ 0776411004 0776411094 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 3,644 11,467 ○ × × × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

33 福井市六条小学校 9188133 福井市 上莇生田町５－１６ 0776411010 0776411549 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 3,592 11,706 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○
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34 福井市東郷小学校 9102163 福井市 栃泉町３－１０５ 0776410003 0776410974 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 4,342 19,436 ○ × × × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

35 福井市日新小学校 9100017 福井市 文京５－２５－３０ 0776220033 0776226478 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 5,736 13,446 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○
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35 福井市日新小学校 9100017 福井市 文京５－２５－３０ 0776220033 0776226478 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 5,736 13,446 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

36 福井市清明小学校 9188017 福井市 下荒井町１３－２４０ 0776385570 0776385571 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 7,005 20,413 ○ × × × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

37 福井市社西小学校 9188037 福井市 下江守町２２－１８ 0776351018 0776351019 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 7,719 31,571 ○ ○ × × × × × ○ Ｆ４ ○ ○

38 福井市本郷小学校 9103255 福井市 大年町６５－３２ 0776830922 0776830923 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 3,698 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

39 福井市明倫中学校 9188105 福井市 木田１－１３６０ 0776363826 0776363827 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 8,836 19,418 ○ × × × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

40 福井市光陽中学校 9100026 福井市 光陽４－７－１ 0776228828 0776228829 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 10,895 19,268 ○ × × × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

41 福井市明道中学校 9100017 福井市 文京２－５－１ 0776205126 0776205126 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 8,595 22,340 ○ × × × × × × ○ Ｆ４ ○ ○

42 福井市進明中学校 9100003 福井市 松本１－１０－１ 0776205128 0776205128 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 9,548 18,591 ○ × × × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

43 福井市成和中学校 9100853 福井市 城東３－１０－１ 0776228835 0776228836 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 10,904 18,787 ○ × × × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

44 福井市大東中学校 9188212 福井市 北今泉町１０－６－２ 0776546822 0776546823 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 8,701 27,166 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

45 福井市社中学校 9188055 福井市 若杉４－１４０２ 0776358310 0776358311 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 8,485 35,014 ○ × × × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

46 福井市安居小学校、福井市安居中学校 9188076 福井市 本堂町８４－５－６ 0776371004 0776371005 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 5,610 13,837 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

47 福井市大安寺小学校、福井市大安寺中学校 9100042 福井市 岸水町１６－２５－１ 0776591881 0776591882 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 5,021 6,760 ○ × × × × × × ○ Ｆ４ ○ ○

48 福井市足羽中学校 9188152 福井市 今市町５－１０－１ 0776381011 0776381012 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 8,003 12,624 ○ × × × × × × ○ Ｆ４ ○ ○

49 福井市国見中学校 9103402 福井市 鮎川町１０９－９－２ 0776882316 0776882317 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 2,397 6,901 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

50 福井市殿下小学校、福井市殿下中学校 9103516 福井市 風尾町６－２４ 0776972511 0776972512 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 2,692 9,563 ○ × ○ × × × × ○ Ｆ４ ○ ○

51 福井市川西中学校 9103144 福井市 水切町３９－２４ 0776830037 0776830038 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 5,014 24,223 ○ × ○ × × × × ○ Ｆ４ ○ ○
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52 福井市棗小学校、福井市棗中学校 9103133 福井市 石新保町１２－３２ 0776851099 0776851100 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 5,169 24,569 ○ × ○ × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

53 福井市鷹巣小学校、福井市鷹巣中学校 9103376 福井市 和布町３－６ 0776861114 0776861115 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 4,576 19,404 ○ × ○ × × × × ○ Ｆ４ ○ ○

54 福井市森田中学校 9100134 福井市 上野本町３７－１２ 0776560130 0776560131 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 5,684 13,953 ○ × × × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

55 福井市灯明寺中学校 9100062 福井市 灯明寺町５４－１ 0776228837 0776228838 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 8,424 26,731 ○ × × × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

56 福井市足羽第一中学校 9102177 福井市 稲津町８３－１ 0776411311 0776411312 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 7,262 26,736 ○ × × × × × × ○ Ｆ４ ○ ○

57 福井市藤島中学校 9100065 福井市 八ツ島町７－６ 0776268876 0776268877 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 8,869 28,692 ○ × × × × × × ○ Ｆ４ ○ ○

58 福井市至民中学校 9188026 福井市 渕４－７４８ 0776353840 0776353841 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 7,844 19,435 ○ × × × × × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

59 木田公民館 9188107 福井市 春日町２２１－１ 0776360042 0776360042 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 503 337 ○ × × ○ × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

60 足羽公民館 9188007 福井市 足羽２－１２－３１ 0776350041 0776350041 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 1,425 1,653 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ３ ○ ○

61 豊公民館 9188005 福井市 みのり３－１０６－８ 0776340344 0776340344 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 622 1,085 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

62 東安居公民館 9188067 福井市 飯塚町６－１８ 0776359566 0776359566 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 734 762 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

63 湊公民館 9100028 福井市 学園１－４－８ 0776220032 0776220032 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 750 1,324 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

64 春山公民館 9100017 福井市 文京３－１１－１２ 0776220057 0776220057 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 558 851 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

65 順化公民館 9100005 福井市 大手３－１１－１ 0776205458 0776205458 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 1,057 658 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

66 宝永公民館 9100004 福井市 宝永３－２８－２３ 0776220036 0776220036 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 493 206 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

67 松本公民館 9100017 福井市 文京１－１７－１２ 0776220085 0776220085 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 754 1,257 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

68 日之出公民館 9100846 福井市 四ツ井１－７－２４ 0776540040 0776540040 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 625 1,131 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

69 旭公民館 9100858 福井市 手寄２－１－１ 0776205364 0776205364 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 672 1,427 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

70 和田公民館 9188237 福井市 和田東１－１５０４ 0776220038 0776220038 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 439 1,162 ○ × ○ ○ × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

71 円山公民館 9188212 福井市 北今泉町７－１２ 0776540048 0776540048 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 558 2,587 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

72 啓蒙公民館 9100842 福井市 開発１－２１０５ 0776540046 0776540046 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 625 1,486 ○ × ○ ○ × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

73 西藤島公民館 9100033 福井市 三郎丸１－１４１１ 0776220040 0776220040 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 454 761 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○
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74 社北公民館 9188055 福井市 若杉４－３０８ 0776359111 0776359111 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 626 948 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

75 社南公民館 9188031 福井市 種池２－２０６ 0776359559 0776359559 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 865 1,092 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

76 安居公民館 9188076 福井市 本堂町７－４ 0776371234 0776371234 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 619 4,178 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

77 中藤島公民館 9100807 福井市 高木北２－１００１ 0776540045 0776540045 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 557 776 ○ × ○ ○ × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

78 一光公民館 9188082 福井市 下一光町５－６ 0776370168 0776370168 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 470 719 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

79 大安寺公民館 9100044 福井市 田ノ谷町１４－６ 0776591001 0776591001 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 523 1,417 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

80 河合公民館 9100102 福井市 川合鷲塚町１６－２０ 0776550001 0776550001 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 525 1,442 ○ × ○ ○ × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

81 麻生津公民館 9188183 福井市 浅水三ヶ町１－９３ 0776384383 0776384383 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 752 1,898 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

82 国見公民館 9103402 福井市 鮎川町１９５－７ 0776882004 0776882004 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 353 515 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

83 岡保公民館 9188223 福井市 河水町１０－１３ 0776542519 0776542519 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 774 2,354 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

84 東藤島公民館 9100828 福井市 林町４８－２５ 0776540039 0776540039 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 373 1,999 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

85 殿下公民館 9103516 福井市 風尾町１－１３ 0776972377 0776972377 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 489 584 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

86 宮ノ下公民館 9103115 福井市 仙町６－２４ 0776591150 0776591150 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 230 2,200 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

87 本郷公民館 9103251 福井市 荒谷町１９－５５ 0776830582 0776830582 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 374 791 ○ × ○ ○ × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

88 鷹巣公民館 9103381 福井市 蓑町１６－２－１ 0776861001 0776861001 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 507 828 ○ × ○ ○ × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

89 森田公民館 9100145 福井市 下森田藤巻町２ 0776560195 0776560195 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 1,277 1,847 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｆ３ ○ ○

90 明新公民館 9100063 福井市 灯明寺１－１８０１ 0776227880 0776227880 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 536 976 ○ × ○ ○ × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

91 酒生公民館 9102172 福井市 荒木新保町３７－９ 0776412503 0776412503 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 374 960 ○ × ○ ○ × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

92 一乗公民館 9102157 福井市 西新町１－３１ 0776432001 0776432001 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 285 403 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

93 上文殊公民館 9190317 福井市 北山町３４－１ 0776410516 0776410516 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 395 1,524 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

94 文殊公民館 9190323 福井市 太田町４－１１－２ 0776380550 0776380550 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 375 1,000 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

95 六条公民館 9188136 福井市 天王町４３－４ 0776411001 0776411001 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 412 757 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

96 東郷公民館 9102165 福井市 東郷二ヶ町６－１３－１ 0776410306 0776410306 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 726 1,821 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

97 日新公民館 9100017 福井市 文京５－３－２５ 0776217225 0776217225 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 362 325 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

98 清明公民館 9188016 福井市 江端町３７－１８－２ 0776380043 0776380043 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 442 415 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

99 社西公民館 9188047 福井市 久喜津町６５－２３ 0776347910 0776347910 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 549 1,466 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

100 福井市川西コミュニティーセンター 9103143 福井市 砂子坂町５－５８ 0776830433 0776830433 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 999 5,289 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

101 棗公民館 9103137 福井市 石橋町４－１４ 0776851495 0776851495 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 374 3,009 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

102 福井市勤労青少年ホーム 9188002 福井市 佐内町７－１ 0776351023 0776351023 福井市長 労政課 0776205321 - 695 ○ × × ○ × × ○ ○ Ｆ３ ○ ○

103 福井市研修センター 9100017 福井市 文京６－８－１８ 0776211120 0776210699 福井市長 公共施設等管理公社 0776205684 0776205781 1,850 ○ × × ○ × × × ○ Ｆ２ ○ ○

104 フェニックス・プラザ 9100018 福井市 田原１－１３－６ 0776205060 0776205066 福井市長 行政管理課 0776205230 0776205733 13,489 15,327 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ Ｆ５ ○ ○

105 福井市体育館 9100003 福井市 松本４－１０－１ 0776205393 0776205396 福井市長 スポーツ課 0776205355 0776205746 5,924 11,116 ○ ○ × × ○ × × ○ Ｆ２ ○ ○

106 福井市東体育館 9102165 福井市 東郷二ヶ町６－６－１ 0776414040 - 福井市長 スポーツ課 0776205355 0776205746 1,660 ○ ○ × × ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

107 福井市西体育館 9188067 福井市 飯塚町１０－８ 0776331414 - 福井市長 スポーツ課 0776205355 0776205746 1,845 ○ ○ × × ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

108 福井市北体育館 9100124 福井市 天池町５－６５ 0776563771 - 福井市長 スポーツ課 0776205355 0776205746 1,886 ○ ○ × × ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

109 福井市南体育館 9188134 福井市 下莇生田町３３－１ 0776414420 - 福井市長 スポーツ課 0776205355 0776205746 1,950 ○ ○ × × ○ × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

110 福井市青年の家 9100003 福井市 松本４－７－２２ 0776205349 0776205349 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 549 532 ○ × × ○ × × ○ ○ Ｆ３ ○ ○

111 福井市勤労婦人センター 9100003 福井市 松本４－８－４ 0776205359 0776205349 福井市長 労政課 0776205321 - 1,855 1,692 ○ × ○ ○ × × ○ ○ Ｆ３ ○ ○
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112 すかっとランド九頭竜 9100041 福井市 天管生町３－１０ 0776591188 0776591291 福井市長 福祉公社 0776205015 0776275844 4,651 34,658 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｆ５ ○ ○
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113 福井市国民宿舎鷹巣荘 9103381 福井市 蓑町３－１１－１ 0776861111 0776861113 福井市長 観光開発課 0776205346 - 2,205 8,489 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ Ｆ４ ○ ○

114 福井市森田勤労青少年ホーム 9100147 福井市 下森田町３－３６ 0776560200 0776563918 福井市長 労政課 0776205321 - 263 ○ × × ○ × × × ○ Ｆ２ ○ ○

115 福井市少年自然の家 9102161 福井市 脇三ヶ町６６－２－１０ 0776413660 0776413661 福井市長 青少年課 0776205418 0776205434 4,483 ○ ○ × ○ × × × ○ Ｆ３ ○ ○

116 福井市下宇坂小学校 9102222 福井市 市波町５５－５ 0779764054 0779764054 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 4,464 55,773 ○ ○ ○ ○ × × × ○ Ｆ３ ○ ○

117 福井市羽生小学校 9102334 福井市 大宮町１２－３１ 0779753024 0779753024 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 3,660 17,970 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ３ ○ ○

118 福井市美山啓明小学校 9102357 福井市 朝谷町１－２０ 0779753003 0779753003 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 4,900 11,581 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ Ｆ３ ○ ○

119 福井市美山中学校 9102351 福井市 美山町９－１４ 0779753020 0779753077 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 6,357 21,852 ○ ○ ○ ○ × × × ○ Ｆ３ ○ ○

120 福井市芦見生涯教育施設 9102203 福井市 西中町３－９－１ 0779764408 - 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 2,745 23,003 ○ ○ ○ ○ × × × ○ Ｆ３ ○ ○

121 福井市上味見生涯教育施設 9102464 福井市 中手町７－３ 0779732033 - 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 2,137 7,236 ○ ○ ○ × × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

122 福井市下味見生涯教育施設 9102474 福井市 折立町４１－１ 0779753337 - 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 3,691 26,097 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

123 美山公民館下宇坂分館 9102222 福井市 市波町２５－１１－１ 0779764002 0779764002 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 876 1,316 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

124 美山公民館羽生分館 9102334 福井市 大宮町１１－８ 0779753001 0779753001 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 718 1,932 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

125 美山公民館上味見分館 9102464 福井市 中手町１０－３－１ 0779732225 - 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 448 929 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

126 美山公民館下味見分館 9102471 福井市 西河原町１８－３３－１ 0779753251 0779753251 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 385 1,802 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

127 福井市美山トレーニングセンター 9102347 福井市 境寺町２－７ 0779741171 - 福井市長 スポーツ課 0776205355 0776205746 1,973 10,465 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ Ｆ１ ○ ○

128 福井市美山森林温泉みらくる亭 9102222 福井市 市波町３８－２ 0779764141 0779764143 福井市長 美山支所産業課 0779741194 0779741512 3,628 11,814 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ Ｆ３ ○ ○

129 福井市美山楽く楽く亭 9102222 福井市 市波町２６－１５ 0779764911 - 福井市長 美山支所福祉保健課 0779741193 0779741512 1,862 4,441 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○
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130 美山公民館 9102351 福井市 美山町２－１２ 0779747111 0779747113 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 4,054 17,101 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ Ｆ２ ○ ○

131 福井市伊自良温泉 9102464 福井市 中手町２９－３ 0779732040 - 福井市長 美山支所総務課 0779732040 0779732220 430 3,195 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ Ｆ１ ○ ○

132 福井市清水西小学校 9103634 福井市 大森町９－２ 0776983014 0776987051 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 3,585 ○ × ○ ○ × × ○ ○ Ｆ３ ○ ○

133 福井市清水東小学校 9103608 福井市 三留町６９－２ 0776982016 0776982374 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 3,083 ○ × ○ ○ × × ○ ○ Ｆ３ ○ ○

134 福井市清水南小学校 9103616 福井市 真栗町１５－３３ 0776985007 0776987052 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 3,352 ○ × ○ ○ × × ○ ○ Ｆ３ ○ ○

135 福井市清水北小学校 9103604 福井市 グリーンハイツ５－１０１ 0776982470 0776982474 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 4,220 ○ × ○ ○ × × ○ ○ Ｆ３ ○ ○

136 福井市清水中学校 9103623 福井市 島寺町２－５５ 0776985009 0776984284 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 5,656 ○ × ○ ○ × × ○ ○ Ｆ３ ○ ○

137 清水北公民館 9103604 福井市 グリーンハイツ５－１３１ 0776985477 0776985477 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 620 ○ × ○ ○ × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

138 福井市地域活性化施設 9103641 福井市 平尾町２４－１２－１ 0776988805 - 福井市長 清水支所産業課 0776988805 - 154 ○ × × ○ × × ○ ○ Ｆ２ ○ ○

139 福井市きらら館 9103622 福井市 風巻町２０－１７ 0776983700 0776983700 福井市長 清水支所総務課 0776982001 0776982154 1,323 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ１ ○ ○

140 越廼公民館 9103552 福井市 茱崎町１－６８ 0776892182 0776892883 福井市長 生涯学習課 0776205361 0776205338 1,644 ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ Ｆ４ ○ ○

141 福井市越廼中学校 9103551 福井市 大味町２９－８３ 0776892045 0776892181 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 2,754 ○ × ○ ○ × × × ○ Ｆ２ ○ ○

142 福井市越廼小学校 9103552 福井市 茱崎町３－２５ 0776892043 0776892184 福井市長 教育総務課 0776205341 0776205344 2,251 ○ × ○ ○ × × × ○ Ｆ３ ○ ×

143 福井市水仙寮 9103555 福井市 居倉町７９－３５ 0776892296 - 福井市長 越廼支所産業課 0776892187 0776892727 845 ○ ○ × × × × ○ ○ Ｆ２ ○ ×

144 福井県立羽水高等学校 9188114 福井市 羽水１－３０２ 0776361678 0776361676 福井県教育委員会 学校教育振興課 0776200564 0776200667 12,928 45,054 ○ ○ ○ ○ × × × ○ Ｆ３ ○ ○

145 福井県立藤島高等学校 9100017 福井市 文京２－８－３０ 0776245171 0776245189 福井県教育委員会 学校教育振興課 0776200564 0776200667 13,323 37,724 ○ ○ ○ ○ × × × ○ Ｆ４ ○ ○

146 福井県立高志高等学校 9100854 福井市 御幸２－２５－８ 0776245175 0776245177 福井県教育委員会 学校教育振興課 0776200564 0776200667 13,598 42,919 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

147 福井県立福井農林高等学校 9100832 福井市 新保町４９－１ 0776545187 0776545188 福井県教育委員会 学校教育振興課 0776200564 0776200667 19,011 42,144 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ４ ○ ○

148 福井県立道守高等学校 9188575 福井市 若杉町３５－２１ 0776361184 0776361185 福井県教育委員会 学校教育振興課 0776200564 0776200667 9,327 28,484 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ Ｆ３ ○ ○

149 福井県立福井商業高等学校 9100021 福井市 乾徳４－８－１９ 0776245180 0776245181 福井県教育委員会 学校教育振興課 0776200564 0776200667 15,221 38,929 ○ ○ ○ ○ × × × ○ Ｆ４ ○ ○

150 福井県立足羽高等学校 9188155 福井市 杉谷町４４ 0776382225 0776382290 福井県教育委員会 学校教育振興課 0776200564 0776200667 11,529 61,343 ○ ○ ○ ○ × × × ○ Ｆ３ ○ ○

151 福井県立科学技術高等学校 9100026 福井市 下江守町２８ 0776361856 0776361871 福井県教育委員会 学校教育振興課 0776200564 0776200667 21,719 57,261 ○ × × ○ × × × ○ Ｆ４ ○ ○
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屋内部
分（㎡）

屋外部
分（㎡）

整
理
番
号

名称 郵便番号 市区町村名 町丁目名・番（番地）・号 電話 ＦＡＸ 管理者名 名称 電話 ＦＡＸ
面積
（㎡）
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レ
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シ
ャ
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設
備

給
食
設
備

冷
暖
房
設
備

障
害
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用

ト
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レ

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

ス
ロ
ー
プ

鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造

（
Ｓ

Ｒ
Ｃ
を
含
む

）

その他 階数 備考

152 福井県立福井産業技術専門学院 9100829 福井市 林藤島町２０－１－３ 0776522120 0776522121 福井県知事 労働政策課 0776200387 0776200648 1,286 25,779 ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ Ｆ４ ○ ○

153 福井県中小企業産業大学校 9188135 福井市 下六条町１６－１５ 0776413775 0776413729 福井県知事 経営支援課 3,692 11,053 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ Ｆ３ ○

154 福井県社会福祉センター 9108516 福井市 光陽２－３－２２ 0776240294 0776248941 福井県知事 地域福祉課 0776200326 0776200637 7,659 4,883 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ Ｆ４ ○ ○ スロープは１F～２Fのみ

155 福井県民会館 9100005 福井市 大手３－１１－１７ 0776238400 0776238404 財団法人福井県民会館 財産活用課 0776200251 0776200628 9,162 ○ × × ○ ○ ○ × ○ F７B２ ○ ×

156 福井県職員会館 9100003 福井市 松本３－１６－１０ 0776260111 0776260111 福井県知事 人材育成課 0776200243 0776200626 2,377 3,251 ○ × ○ ○ × ○ ○ Ｆ４B１ ○ ○

157 福井県立武道館 9100039 福井市 三ツ屋町８－１－１ 0776269400 0776269401 福井県教育委員会 スポーツ保健課 0776200581 0776200699 13,987 20,312 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ Ｆ３B１ ○ ○

158 福井県自治研修所 9188226 福井市 大畑町９７－２１－３ 0776537522 0776537529 福井県知事 人材育成課 0776200235 0776200626 6,311 20,856 ○ ○ × ○ ○ × ○ Ｆ４ ○ ○

159 福井県教育研究所 9188045 福井市 福新町２５０５ 0776364850 0776364851 福井県教育委員会 学校教育振興課 0776200564 0776200667 2,282 12,939 ○ × × ○ × × × ○ Ｆ３ ○ ○
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資料編５_関係機関一覧 

５ 国民保護関係機関名一覧 

 

機  関  名 所 在 地 電話番号 

【指定地方行政機関】 
近畿地方整備局 福井河川国道事務所 福井市花堂南 2丁目 14-7 35-2661 

海上保安庁 福井海上保安署 坂井市三国町山岸 50‐2‐2 82-4999 

気象庁 福井地方気象台 福井市豊島 2丁目 5-2 24-0069 

北陸財務局 福井財務事務所 福井市宝永 2丁目 4-10 25-8230 

中部管区警察局 (福井県情報通信部) 福井市大手 3丁目 17-１ 22-2880 

北陸農政局 福井農政事務所 福井市つくも 2丁目 11-21 36-1790 

近畿中国森林管理局 福井森林管理署 福井市大手 2丁目 11-15 23-0200 

中部運輸局 福井運輸支局 福井市西谷 1丁目 1402 34-1600 

福井中央郵便局 福井市大手 3丁目１-28 24-0042 

福井労働基準監督署 福井市開発 1丁目 121-5 54-7722 

【自衛隊】  
陸上自衛隊第 14 普通科連隊 金沢市野田町 1-8 076-241-2171

自衛隊福井地方協力本部 福井市文京 1丁目 17-24 23-1910 

【福井県】 
危機対策・防災課 福井市大手 3丁目 17-1 20-0308 

福井土木事務所 福井市城東 4丁目 28-1 24-5111 

福井健康福祉センター 福井市西木田 2丁目 8-8 36-1116 

福井警察署 福井市御幸 4丁目 9-1 21-0110 

福井南警察署 福井市江守中町 6-18-2 34-0110 

福井県税事務所 福井市松本 3丁目 16-10 21-0010 

福井農林総合事務所 福井市松本 3丁目 16-10 21-0010 

【指定公共機関及び指定地方公共機関】  
日本赤十字社福井県支部 福井市月見 2丁目 4-1 36-3640 

中日本高速道路(株)金沢支社 

福井保全・サービスセンター 
福井市稲津町 16-7 41-3420 

西日本電信電話(株)福井支店 福井市日之出 2-12-5 20-9711 

(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸 

福井支店 

福井市豊島 2-6-11 

ドコモ北陸 福井ビル 3F 
28-3566 

西日本旅客鉄道(株)金沢支社福井駅 福井市中央 1-1-1 20-0609 

北陸電力(株)福井支店 福井市日之出 1丁目 4-1 25-8710 

福井鉄道(株) 越前市北府 2-5-20 0778-21-0700

(社)福井県トラック協会 福井市別所町 17-18-１ 34-1713 

(社)福井県バス協会 福井市西谷 1丁目 1401 34-1730 
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資料編５_関係機関一覧 

機  関  名 所 在 地 電話番号 

えちぜん鉄道(株) 福井市志比口 3丁目 1-8 52-7788 

(社)福井県エルピーガス協会 福井市江守町 26-35-4 34-3930 

日本銀行 福井事務所 福井市順化 1丁目 1-1 22-4495 

日本放送協会 福井放送局 福井市宝永 3丁目 3-5 28-8870 

福井放送(株) 福井市大和田町 37-1-1 57-7801 

福井テレビジョン放送(株) 福井市問屋町 3丁目 410 21-2233 

福井エフエム放送(株) 福井市御幸 1丁目 1-1 21-2100 

【公共団体その他防災上重要な施設の管理者】 
(株)福井新聞社 福井市大和田町 56 57-5111 

日刊県民福井 福井市大手 3丁目 1-8 28-8611 

朝日新聞社 福井支局 福井市大手 3丁目 11-6 22-0910 

共同通信社 福井支局 福井市春山 1丁目 1-14 27-5131 

産経新聞社 福井支局 福井市宝永 3丁目 9-10 23-1221 

時事通信社 福井支局 福井市春山 1丁目 1-14 22-4710 

中日新聞社 福井支社 福井市大手 3丁目 1-8 22-0950 

日本経済新聞社 福井支局 福井市宝永 4丁目 3-5 22-3490 

日刊工業新聞社 福井支局 福井市西木田 2丁目 8-1 33-8265 

毎日新聞社 福井支局 福井市豊島 1丁目 5-26 24-0074 

読売新聞社 福井支局 福井市大手３丁目 14-9 22-5220 

(社)福井市社会福祉協議会 
福井市春山 2丁目 7-15 

福井市民福祉会館 
26-1853 

ふくい災害ボランティアネット 越前市国高 1-2-1 宇野ビル 2F 0778-21-3966

福井市ＰＴＡ連合会 福井市松本 4丁目 7-22 福井市青年の家 26-4058 

福井市医師会 福井市大願寺 3丁目 4-10 23-0587 

福井第一医師会 福井市東郷二ヶ町 29-25 (前川医院) 41-0113 

福井県歯科医師会 福井支部 福井市大願寺 3丁目 4-1 21-5511 

福井市薬剤師会 福井市松本 3丁目 5-7 (広部薬局) 22-4607 

福井県獣医師会 福井支部 福井市大手 2丁目 9-10 28-1244 

福井ケーブルテレビ(株) 福井市豊島 1丁目 3-1 三谷ビル 20-3377 

福井街角放送(株) 福井市中央 1-5-1 u-can301 20-1111 

福井市農業協同組合 福井市渕 4丁目 606 33-8150 

福井市南部農業協同組合 福井市大土呂町 20-5 38-2750 

越前美山農業協同組合 福井市美山町 5-34 90-3111 

越前丹生農業協同組合 丹生郡越前町東内郡 1-127 0778-34-7788

福井市森林組合 福井市文京 6丁目 11-13 23-4008 

美山町森林組合 福井市美山町 6-25-1 90-3331 
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資料編５_関係機関一覧 

機  関  名 所 在 地 電話番号 

福井市漁業協同組合 福井市和布町無番地 86-1211 

越廼漁業協同組合 福井市茱崎町 13-105-1 89-2316 

福井商工会議所 福井市西木田 2丁目 8-1 33-8250 

福井県銀行協会 福井市大手 2丁目 7-15 22-4669 

福井県信用金庫協会 福井市大手 3丁目 8-6 21-2515 

福井県信用組合協会 福井市大手 2丁目 9-10 24-9411 

福井県私立学校連合会 福井市松本 3丁目 16-10 27-3080 

京福バス(株) 日之出 5-3-30 57-7701 
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資料編６_緊急自動車等一覧 

６ 福井市役所緊急自動車・緊急通行車両等一覧表 

 
[福井市役所緊急自動車等一覧表] 

車  番 
 

陸運 種別 カ ナ 番号 
車 種 車    名 使 用 者 

1 福井 800 さ 3161 普通特種 三菱 パジェロ 総務部 危機管理室

2 福井 800 さ 4102 普通特種 日産 Ｘトレイル 総務部 危機管理室

3 福井 300 て 954 普通乗用 トヨタ クルーガー 財政部 管財課 

4 福井 300 て 955 普通乗用 トヨタ クルーガー 財政部 管財課 

5 福井 800 さ 3162 小型特種 三菱 パジェロイオ 建設部 道路課 

6 福井 800 さ 4085 普通特種 いすゞ 排水ポンプ車 下水道部 施設維持課

7 福井 800 さ 2858 普通特種 三菱 キャンター 財政部 管財課 

 
[福井市役所緊急通行車両等一覧表] 

車  番 
 

陸運 種別 カ ナ 番号 
車 種 車    名 使 用 者 

1 福井 300 す 210 普通乗用 トヨタ クラウン 総務部 秘書課 
2 福井 22 そ 754 普通乗合 日産 （中型） 財政部 管財課 
3 福井 22 そ 777 普通乗合 日野 （大型） 財政部 管財課 
4 福井 22 な 4751 普通乗合 日産 キャラバン（15 人） 財政部 管財課 
5 福井 33 ふ 661 普通乗用 日産 ホーミー 財政部 管財課 
6 福井 33 ほ 5561 普通乗用 トヨタ クラウン 財政部 管財課 
7 福井 40 ほ 6403 軽 貨物 スバル ディアス 財政部 管財課 
8 福井 40 む 2814 軽 貨物 スズキ アルト 財政部 管財課 
9 福井 200 さ 191 普通乗合 日野 リェッセ 財政部 管財課 
10 福井 300 つ 720 普通乗用 トヨタ エスティマ 財政部 管財課 
11 福井 400 す 3493 小型貨物 日産 エキスパート 財政部 管財課 
12 福井 57 ろ 5360 小型乗用 スバル レガシー 財政部 管財課 
13 福井 50 こ 4771 軽 乗用 スバル ヴィヴィオ 財政部 管財課 
14 福井 50 ひ 5735 軽 乗用 スズキ ワゴン R 財政部 管財課 
15 福井 57 ら 8906 小型乗用 日産 グロリア 財政部 管財課 
16 福井 57 ら 8873 普通乗用 日産 グロリア 財政部 管財課 
17 福井 57 に 1880 小型貨物 トヨタ カリーナ 財政部 管財課 
18 福井 33 ま 8657 普通乗用 トヨタ ハイエース 財政部 管財課 
19 福井 33 ま 9293 普通乗用 ホンダ CR-V 財政部 管財課 
20 福井 44 ま 3792 小型貨物 トヨタ ダイナ 財政部 管財課 
21 福井 22 そ 785 普通乗合 いすゞ デラックス（中型） 財政部 管財課 
22 福井 500 せ 4714 小型乗用 ホンダ ステップワゴン 市民生活部 交通安全課

23 福井 300 さ 1400 普通乗用 三菱 パジェロ 建設部 道路課 
24 福井 300 す 1929 普通乗用 トヨタ ランドクルーザー 建設部 道路課 
25 福井 33 ほ 98 普通乗用 いすゞ ビックホーン 建設部 道路課 
26 福井 00 の 2934 大型特殊 コマツ ショベルローダー 建設部 道路課 
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資料編６_緊急自動車等一覧 

[福井市企業局緊急自動車等一覧表] 

車  番 
 

陸運 種別 カ ナ 番号 
車 種 車    名 使 用 者 

1 福井 800 さ 1028 普通特種 日産 キャラバン 企業局 ガス工務課

2 福井 880 あ 13 小型特種 ダイハツ ハイゼットカーゴ 企業局 ガス工務課

3 福井 880 あ 63 小型特種 ダイハツ ハイゼットカーゴ 企業局 ガス工務課

4 福井 88 に 4762 小型特種 日産 ＡＤバン 企業局 ガス工務課

5 福井 800 さ 4609 普通特種 トヨタ クルーガーＬ 企業局 ガス工務課

6 福井 880 あ 109 小型特種 ダイハツ ハイゼットカーゴ 企業局 ガス工務課

7 福井 88 な 6937 普通特種 給水タンク車 企業局 給水課 
 
[福井市企業局緊急通行車両等一覧表] 

車  番 
 

陸運 種別 カ ナ 番号 
車 種 車    名 使 用 者 

1 福井 44 や 9205 普通貨物 日産 サニーバン 企業局 営業開発課

2 福井 480 あ 7778 軽 貨物 ダイハツ ハイゼットカーゴ 企業局 営業開発課

3 福井 400 す 8517 普通貨物 トヨタ サクシードⅤ 企業局 営業開発課

4 福井 50 に 5464 軽 乗用 三菱 ＥＫワゴン 企業局 営業開発課

5 福井 480 あ 930 軽 貨物 スズキ アルトバン 企業局 営業開発課

6 福井 57 め 5912 普通乗用 トヨタ カリーナ 企業局 営業開発課

7 福井 44 も 4771 普通貨物 日産 バネットバン 企業局 営業開発課

8 福井 480 あ 6830 軽 貨物 スズキ アルトバン 企業局 料金課 
9 福井 50 に 5463 軽 乗用 三菱 ＥＫワゴン 企業局 料金課 
10 福井 58 そ 2948 普通乗用 ダイハツ シャレード 企業局 料金課 
11 福井 480 あ 6135 軽 貨物 ダイハツ ハイゼットカーゴ 企業局 ガス工務課

12 福井 400 さ 3530 小型貨物 日産 ＡＤバン 企業局 給水課 
13 福井 400 す 4965 小型貨物 日産 ＡＤバン 企業局 給水課 
14 福井 400 す 8492 小型貨物 日産 ＡＤバン 企業局 給水課 
15 福井 50 て 1037 軽 乗用 スズキ ワゴンＲ 企業局 給水課 
16 福井 400 さ 4092 小型貨物 日産 ＡＤバン 企業局 給水課 
17 福井 400 す 4966 小型貨物 日産 ＡＤバン 企業局 給水課 
18 福井 400 さ 7184 小型貨物 日産 ＡＤバン 企業局 給水課 
19 福井 400 す 8491 小型貨物 日産 ＡＤバン 企業局 給水課 
20 福井 400 さ 3529 小型貨物 日産 ＡＤバン 企業局 給水課 
21 福井 400 さ 696 小型貨物 三菱 リベロカーゴ 企業局 給水課 
22 福井 44 や 5007 小型貨物 三菱 リベロカーゴ 企業局 給水課 
23 福井 44 や 8988 小型貨物 三菱 リベロカーゴ 企業局 給水課 
24 福井 400 す 4240 普通貨物 いすゞ（トラック） 企業局 給水課 
25 福井 800 さ 4597 普通特種 給水タンク車 企業局 給水課 
26 福井 44 や 71 小型貨物 三菱 リベロカーゴ 企業局 給水課 
27 福井 44 や 74 小型貨物 三菱 リベロカーゴ 企業局 給水課 
28 福井 44 や 76 小型貨物 三菱 リベロカーゴ 企業局 給水課 
29 福井 44 や 72 小型貨物 三菱 リベロカーゴ 企業局 浄水課 
30 福井 400 せ 2347 小型貨物 トヨタ プロボックス 企業局 給水課 
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[福井市企業局緊急通行車両等一覧表] 

車  番 
 

陸運 種別 カ ナ 番号 
車 種 車    名 使 用 者 

31 福井 400 せ 2346 小型貨物 トヨタ プロボックス 企業局 給水課 
32 福井 400 す 8518 普通貨物 トヨタ サクシードⅤ 企業局 浄水課 
33 福井 400 す 9905 小型貨物 トヨタ プロボックス 企業局 浄水課 
34 福井 480 あ 931 小型貨物 スズキ アルトバン 企業局 浄水課 
35 福井 400 さ 3688 小型貨物 日産 ＡＤバン 企業局 浄水課 
36 福井 400 さ 7185 小型貨物 日産 ＡＤバン 企業局 浄水課 
37 福井 400 さ 3870 小型貨物 トヨタ ダイナトラック 企業局 浄水課 
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７ 災害時ヘリポート適地一覧表 

 
 

平成 16 年 5月 1日現在 

施 設 名 所 在 地 管 理 者 連 絡 先 
ヘリポートの

広さ(ｍ×ｍ)

和田公園 御幸 4丁目 4 福井市 20‐5460 100×90 

防災ステーション 土橋町 3‐80‐1 福井市 20‐5161 83×56 

足羽川木田橋 

上流右岸河川敷 

勝見１丁目地係 
福井市 

20‐5492 

20‐5394 
70×80 

福井運動公園補助球場 福町 福井運動公園 事務所長 36‐1542 110×90 

九頭竜川右岸 

緑地河川敷 

上野本町地係 
福井市 20‐5111 50×250 

鷹巣海水浴駐車場 免鳥町地係 鷹巣観光協会会長 87‐2704 70×25 

福井赤十字病院 月見 2‐4‐1 福井赤十字病院 院長 36‐3630 23×17 

下宇坂小学校グラウンド 市波 55‐5 福井市 96‐4054 130×80 

越廼農林広場 茅崎 福井市 89‐2111 90×90 

きららパーク 風巻 20‐17 福井市 98‐2001 156×138 
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資料編８_避難地区別人口・世帯数 

８ 避難地区ごとの人口と世帯数 

 
（平成 19 年 1月 1 日現在） 

人  口 
地区名 計 

男 女 
世帯数 

合計 271,640 131,208 140,432 93,785 

順化 3,769 1,724 2,045 1,449 

宝永 5,778 2,718 3,060 2,078 

湊 9,352 4,612 4,740 3,829 

豊 11,114 5,322 5,792 3,904 

木田 12,826 6,225 6,601 4,356 

清明 7,185 3,538 3,647 2,457 

足羽 7,249 3,393 3,856 2,867 

春山 7,239 3,501 3,738 2,837 

松本 12,553 6,018 6,535 5,053 

日之出 8,140 3,922 4,218 3,252 

旭 6,024 2,920 3,104 2,238 

和田 10,600 5,217 5,383 3,740 

東安居 7,331 3,616 3,715 2,665 

円山 7,748 3,827 3,921 2,580 

啓蒙 7,729 3,765 3,964 2,766 

西藤島 5,079 2,512 2,567 1,560 

社南 12,303 6,026 6,277 4,013 

社北 7,755 3,802 3,953 2,778 

安居 3,574 1,752 1,822 1,063 

中藤島 10,396 5,094 5,302 3,551 

大安寺 1,471 701 770 460 

河合 4,294 2,049 2,245 1,193 

麻生津 9,105 4,445 4,660 2,719 

国見 1,383 638 745 447 

岡保 2,719 1,299 1,420 795 

東藤島 4,303 2,054 2,249 1,265 

殿下 585 271 314 214 

鶉 3,456 1,657 1,799 922 

棗 1,804 903 901 482 

鷹巣 2,352 1,135 1,217 674 

本郷 1,102 536 566 308 

宮ノ下 929 432 497 277 

森田 11,186 5,378 5,808 3,591 

酒生 3,710 1,817 1,893 1,088 

一乗 939 440 499 273 

上文殊 2,171 1,057 1,114 600 

文殊 2,506 1,213 1,293 631 

六条 2,221 1,057 1,164 646 

東郷 4,123 2,022 2,101 1,096 

明新 14,333 6,876 7,457 5,046 

日新 5,696 2,806 2,890 2,238 

社西 5,925 2,820 3,105 2,114 

美山 5,017 2,403 2,614 1,461 

越廼 1,684 802 882 563 

清水西 3,010 1,461 1,549 860 

清水東 1,957 955 1,002 492 

清水北 2,922 1,443 1,479 917 

清水南 2,667 1,279 1,388 871 

小計 267,314 129,453 137,861 91,279 

外国人 4,326 1,755 2,571 2,506 
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資料編９_安否情報に関する省令 

９ 安否情報の照会及び回答の手続きその他の必要な事項を定める省令

 
 

消 防 国 第 ２ ２ 号 

平成１７年４月１日 

各都道府県国民保護主管部長 

               殿 

各指定都市国民保護主管局長 

 

消防庁国民保護室長 

 

 

「武力攻撃事態等における安否情報の報告方法並びに安否情報の照会及び

回答の手続その他の必要な事項を定める省令」の施行並びに安否情報の収

集及び提供に係る留意事項等について（通知） 

 

 

「武力攻撃事態等における安否情報の報告方法並びに安否情報の照会及び回答の手

続その他の必要な事項を定める省令」（平成 17 年総務省令第 44 号。以下「安否情報

省令」という。）は、平成 17 年 4 月 1 日に施行されましたので別紙１のとおり送付し

ます。 

また、安否情報の収集及び提供に関する基本的な留意事項については、「武力攻撃

事態等における国民の保護のための措置に関する法律の施行について」（平成 16 年 9

月 17 日消防国第１号消防庁長官通知）によりお知らせしたところですが、安否情報

省令の施行を踏まえ、安否情報の収集及び提供に係る留意事項の詳細について別添の

とおり、通知します。 

おって、貴都道府県内の市町村及び消防機関等に対しても周知されるようお願いし

ます。 
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（別添） 

第一 安否情報の収集及び提供に関する基本的事項 

１ 他の国民の保護のための措置との関係について 

安否情報の収集及び提供は、武力攻撃事態等という極限状況の中で行う措置であることか

ら一定の限界があり、武力攻撃事態等や武力攻撃災害等の状況を踏まえ、他の国民の保護の

ための措置の実施状況を勘案し、その緊急性や必要性を踏まえて行えば足りるものであるこ

とに留意すること。 
 
２ 個人情報の保護等への配慮について 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律第 112 号。

以下「国民保護法」という。）の規定及び国民の保護に関する基本指針（平成 17 年 3 月 25

日閣議決定。以下「基本指針」という。）を踏まえ、安否情報の収集及び提供に当たっては、

個人情報の保護及び報道の自由について特に配慮願いたいこと。 

 
第二 安否情報の収集に関する事項 

１ 市町村長の行う安否情報の収集 

（１）市町村長は、避難住民の誘導の際に、避難住民等から任意で収集した情報のほか、住

民基本台帳、外国人登録原票等市町村が平素から行政事務の円滑な遂行のために保有す

る情報を参考に、避難者名簿を作成する等により安否情報の収集を行うものとする。 
 

（２）市町村長は、（１）に加えて、消防機関からの情報収集を行うほか、あらかじめ把握

している運送機関、医療機関、諸学校、大規模事業所等安否情報を保有している関係機

関に対し、安否情報の収集についての協力を求めるものとする。 
 
２ 都道府県知事の行う安否情報の収集 

（１）都道府県知事は、市町村長の行う安否情報の収集を支援するという立場から、当該都

道府県の区域内の市町村における安否情報の収集方法、収集先などの安否情報収集体制

を平素から把握することにより、都道府県と市町村の安否情報収集における役割分担を

定めるものとする。また、必要に応じ市町村における体制整備のための助言を行うよう

努め、体制が不十分な市町村に対しては必要な支援を行うよう努めるものとする。 
 

（２）都道府県知事は、必要に応じて自ら安否情報を収集するほか、都道府県警察への安否

情報の照会を行い、また、運送機関、医療機関、諸学校、大規模事業所等安否情報を保

有している関係機関に対し、安否情報の収集についての協力を求めるものとする。 
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第三 安否情報の報告に関する事項 

１ 市町村長から都道府県知事に対する安否情報の報告 

（１）市町村長から都道府県知事に対する安否情報の報告は、安否情報省令に規定する様式

第１号の安否情報報告書に必要な事項を記載した書面の送付により行うものとし、下記

の事項に留意するとともに、別紙２の記入例を参考にすること。 
① 安否情報の報告は、収集した安否情報の整理を円滑に行う観点から、できる限り電

子データを電子メールで送信することにより行うものとする。 
② ただし、武力攻撃災害等により電気通信設備の機能に支障をきたした場合等電子メ

ールの送信によることができない場合や、事態が急迫し職員によるデータ入力を行う

時間的余裕がない場合等には、ファクシミリ装置を用いた送信、口頭、電話その他の

方法により安否情報の報告を行うことができるものとする。 
 

（２）安否情報の報告時期 
① 安否情報の報告は、断片的な安否情報を収集するたび逐次報告を行う必要はなく、

武力攻撃事態等の推移や避難住民等の誘導、避難住民等の救援その他の国民の保護の

ための措置の実施状況を勘案し、市町村長の判断により都道府県知事に報告するほか、

都道府県知事から報告時期の指定があった場合は、当該時期に従って報告するものと

する。 
② 都道府県知事は、消防庁からの助言等に基づき、又は独自の判断で、市町村長に対

し安否情報を報告すべき時期を適宜指定するものとする。 
③ 都道府県知事は、特に必要があると認める場合には、市町村長に対し、死亡した者

及び重傷者等についての安否情報を優先的に報告するよう求めることができるものと

する。 
 
２ 都道府県知事から総務大臣（消防庁）への安否情報の報告 

（１）都道府県知事から総務大臣（消防庁）への安否情報の報告は、市町村長から都道府県

知事に対する安否情報の報告に準じて行うものとする。なお、安否情報の報告先につい

ては、武力攻撃事態等において消防庁対策本部が設置された後に、速やかに消防庁対策

本部から都道府県知事に対し連絡され、また、安否情報の報告時期については、適宜消

防庁対策本部から都道府県知事に連絡されることに留意すること。 
 

（２）都道府県は、市町村長からの報告を受けた安否情報及び自ら収集した安否情報につい

て、名寄せ等を行いできる限り重複を排除し、情報の正確性の確保を図るよう努めると

ともに、重複が排除できない情報や真偽が定かではない情報については、安否情報報告

書の備考欄に記述するなど、その旨を明らかにして報告するものとする。 
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第四 安否情報の照会に関する事項 

１ 安否情報の照会 

（１）安否情報の照会をしようとする者は、原則として、安否情報省令に規定する様式第２

号の安否情報照会書に必要な事項を記載した書面を提出することにより行うものとされ

ている。そのため、武力攻撃事態等において、地方公共団体の長は、下記の事項に留意

し、別紙３の記入例を参考として、適切な安否情報の照会が行われるよう住民に対し周

知等を行うものとする。 
① 安否情報の照会は、原則として、照会窓口に安否情報照会書を提出することにより

行うものとする。 
② ただし、安否情報について照会をしようとする者が遠隔地に居住している場合や窓

口に人が殺到すること等による危険を回避するため必要がある場合等には、電子メー

ルの送信、ファクシミリ装置を用いた送信、口頭、電話その他の方法により照会を行

うことができるものとする。 
 

（２）安否情報の照会に当たっては、照会をする理由、照会に係る者を特定するために必要

な事項等を明らかにさせるとともに、必要に応じて本人であることを証明する書類（運

転免許証、旅券、健康保険の被保険者証等）の提示を求めるものとする。 
また、（１）②の窓口における書面の提出による照会以外の場合にあっても、同様に、

必要な事項を明らかにさせること。 
 
第五 安否情報の回答に関する事項 

１ 安否情報の回答 

（１）安否情報の回答方法安否情報の回答は、原則として、安否情報省令に規定する様式第

３号の安否情報回答書に必要な事項を記載した書面の交付により行うものとし、下記の

事項に留意するとともに、別紙４の記入例を参考にすること。 
① 安否情報の回答は、原則として、窓口において書面を交付することにより行うもの

とする。 
② ただし、安否情報の照会方法に応じて電子メールの送信、ファクシミリ装置を用い

た送信、口頭、電話その他の方法による回答も可能とする。 
③ 安否情報を回答した場合は、照会を行った者の氏名等及び回答した安否情報の内容

等について、できる限りその回答状況を記録しておくものとする。 
 

（２）避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当す

るか否かについて回答する場合には、下記の事項に留意すること。 
① 安否情報の回答は、安否情報の照会が「不当な目的」によるものと認めるとき又は

安否情報の照会に対する回答により知り得た事項が「不当な目的に使用」されるおそ

れがあると認めるときを除き、当該照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び武

力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かを回答するものとする。 
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② この場合において、「不当な目的」とは、他人の安否情報を知ることが社会通念上

相当と認められる必要性ないし合理性がないにもかかわらず、その安否情報を探索し

たり、暴露したりなどしようとすることをいい、例えば、債権を取り立てるため債務

者の所在を聞き出すための目的で行われる場合などを指す。 
③ 「不当な目的に使用」とは、例えば、住民の住所、氏名等を転記して名簿を作成し、

これを不特定多数の者に頒布、販売するような行為などを指す。 
④ 「不当な目的」又は「不当な目的に使用」を判断するに当たっては、本人の確認、

照会をする理由の真実性の確認等により判断するものとする。本人の確認については、

安否情報の照会時に運転免許証等本人であることを証明する書類により行うものとし、

照会をする理由の真実性の確認については、原則として安否情報照会書の記載内容に

よって確認すれば足りるが、その真実性につき疑義を生ぜしめる特段の事情があると

きは、安否情報を照会しようとする者に対し口頭で質問し、関係文書の提示を求める

等適宜の方法により行うものとする。 
⑤ 安否情報の照会が、窓口における書面の提出以外の電子メールの送信、ファクシミ

リ装置を用いた送信、口頭、電話その他の方法により行われた場合は、照会をしよう

とする者の本人確認や「不当な目的」等の確認について特に注意するものとする。 
 

（３）居所、負傷又は疾病の状況等個人情報の保護に特に配慮を要する安否情報について回

答する場合には、下記の事項に留意すること。 
① 避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当

するか否かに加え、さらに詳細な個人の情報については、照会に係る者の同意がある

とき又は公益上特に必要があると認めるときに回答を行うことができる。 
② 照会に係る者の同意については、原則として、武力攻撃事態等における安否情報の

収集時に、同意を得るものとする。この場合における同意の方法については、原則と

して、包括的に安否情報を開示するか否かについての同意を得るものとし、開示する

安否情報の種類を限定したり、開示する対象を限定するなどの同意については、やむ

を得ない場合に限り行うものとする。なお、安否情報の開示について同意を得たこと

を証明するため、安否情報の収集時にできる限り本人の自筆の署名、押印等を求める

ものとする。 
③ 「公益上特に必要があると認めるとき」については、一概にその基準を提示するこ

とは困難であるが、個人の情報を保護することによる利益と安否情報を公にすること

の公益上の必要性との比較衡量を行い、公益上の必要性のほうがより高いと判断され

るときを指す。この場合において、公益上の必要性の判断には、開示する情報の範囲

の判断も含まれるものであり、例えば、「公益上特に必要があると認めるとき」として

報道機関に安否情報を開示する場合においても、「居所」については、具体的な地番ま

では示さず、「○○市内の避難所」「病院」等にとどめ、「負傷又は疾病の状況」につい

ては、「重傷」「全治○週間」等にとどめるなどの個人情報の保護に配慮すること。 
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第六 その他の留意事項等に関する事項 

 
１ その他の留意事項について 

安否情報の収集及び提供に関しては、基本指針において、「国〔総務省、消防庁〕は、安

否情報の収集及び提供の在り方について、効率的なシステムの検討を行い、円滑な安否情報

の収集及び提供が行われるよう努めるものとする。」とされている。 
これを受けて消防庁では、平成１７年度以降、安否情報の収集及び提供の在り方を検討す

るとともに、安否情報の収集及び提供のシステムに必要な基本的機能を整理した上で、当該

システムの具体的な開発に取り組む予定である。 
そのため、武力攻撃事態等における安否情報の収集及び提供については、当該システムの

運用体制が整備されるまでの当面の間は、第二から第五に掲げるところに従い、既存の手

段・方法を用いて行うものとする。 
 
２ 安否情報省令の見直しについて 

安否情報省令は、地方公共団体及び総務省（消防庁）が現在保有する手段における当面の

間の手続等を定めているものであり、今後の国における検討の進展に伴い、必要に応じその

見直しを行う予定であること。 
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【別紙１】 
 
○総務省令第四十四号 
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令（平成十六年政令第二百

七十五号）第二十五条第二項及び第二十六条第四項（これらの規定を同令第五十二条において準

用する場合を含む。）の規定に基づき、武力攻撃事態等における安否情報の報告方法並びに安否

情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令を次のように定める。 
平成十七年三月二十八日 

総務大臣麻生太郎 
 

武力攻撃事態等における安否情報の報告方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の

必要な事項を定める省令 
 
（安否情報の報告方法） 
第一条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令（平成十六年政令

第二百七十五号。以下「令」という。）第二十五条第二項（令第五十二条において準用する場

合を含む。）の総務省令で定める方法は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律（平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。）第九十四条第一項（法第百八

十三条において準用する場合を含む。）に規定する安否情報を様式第一号により記載した書面

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録を含む。以下同じ。）の送付とする。ただし、事態が急迫している場合その他この方法に

よることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。 
 
（安否情報の照会方法） 
第二条 法第九十五条第一項（法第百八十三条において準用する場合を含む。次条において同

じ。）の規定による安否情報の照会は、令第二十六条第一項（令第五十二条において準用する

場合を含む。）に規定する事項を様式第二号により記載した書面を総務大臣又は地方公共団体

の長に提出することにより行うものとする。ただし、安否情報の照会を緊急に行う必要がある

場合、安否情報について照会をしようとする者が遠隔の地に居住している場合その他この方法

によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。 
 
（安否情報の回答方法） 
第三条 法第九十五条第一項の規定による安否情報の回答は、安否情報の照会に係る者が避難住

民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別そ

の他必要な事項を様式第三号により記載した書面を交付することにより行うものとする。ただ

し、事態が急迫している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その

他の方法によることができる。 
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附 則 
（施行期日） 
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 
 
（総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部

改正） 
第二条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

（平成十五年総務省令第四十八号）の一部を次のように改正する。 
別表電気通信事業紛争処理委員会令（平成十三年政令第三百六十二号）の項の次に次のよう

に加える。 
武力攻撃事態等における国民の保護のための

措置に関する法律施行令（平成十六年政令第

二百七十五号） 

第二十五条第二項 

 
別表独立行政法人情報通信研究機構の業務（通信・放送開発金融関連業務を除く。）に係る

財務及び会計に関する省令（平成十六年総務省令第六十九号）の項の次に次のように加える。 
武力攻撃事態等における安否情報の報告方法

並びに安否情報の照会及び回答の手続その他

の必要な事項を定める省令（平成十七年総務

省令第四十四号） 

第二条及び第三条 
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様式第１号（第１条関係）               安 否 情 報 報 告 書 
 

報告日時：  年  月  日  時  分      
市町村名：        担当者名：        

避難住民に該当

するか否かの別 

武力攻撃災害により死

亡し又は負傷した住民

に該当するか否かの別 

同意の

有無 
氏  名 フリガナ 出生の年月日 男女の別 住  所 国籍

その他個人を識別

するための情報 
居 所 

負傷又は疾病

の状況 

連絡先その他安否

の確認に必要と認め

られる情報 

備  考 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
備考    １ この用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。 

      ２ 「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、「武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には 

       「死亡」、「負傷」又は「非該当」と記入すること。 

      ３ 「同意の有無」欄には、安否情報の提供に係る同意について「有」又は「無」と記入すること。この場合において、当該同意について特段の条件がある場合は、 

       当該条件を「備考」欄に記入すること。 

      ４ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。 

      ５ 「国籍」欄は日本国籍を有しない者に限り記入すること。 

      ６ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」と記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居所」 

       欄に「死体の所在」を記入すること。 

-
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5
 -
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様式第２号（第２条関係） 
 

安 否 情 報 照 会 書 

総務大臣                           年  月  日

（都道府県知事） 殿 
（市町村長） 

申 請 者 
住 所                 

 
氏 名                 

 
下記の者について、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律第９５条第１項の規定に基づき、安否情報を照会します。  
 

照 会 を す る 理 由   

備       考  

氏    名  

フ リ ガ ナ  

出生の年月日  

男 女 の 別  

住    所  

国籍 
（日本国籍を有しない者に限る。）  

照
会
に
係
る
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

その他個人を識別する
ための情報  

※  申 請 者 の 確 認   

※  備       考  

 
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 
を記入すること。 

３ 「出生の年月日」欄は元号により記入すること。 
４ ※印の欄には記入しないこと。 
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様式第３号（第３条関係） 
 

安 否 情 報 回 答 書 

年  月  日 
殿 

 
総務大臣 

（都道府県知事） 
（市町村長） 

 
年   月    日付けで照会があった安否情報について、下記の

とおり回答します。  
 

避難住民に該当するか否か

の別  

武力攻撃災害により死亡し

又は負傷した住民に該当す

るか否かの別 
 

 住  所  

照会に係る者 氏  名  

 フリガナ  

出生の年月日  男 女 の 別  

国    籍 
（日本国籍を有しない者に限る。）  

その他個人を識別

するための情報  

居    所  
負傷又は疾病の

状況  

連絡先その他安否の

確認に必要と認めら

れる情報 
 

 
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、「武力 
攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には「死亡」、「負 
傷」又は「非該当」と記入すること。 

３「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。 
４ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」 

と記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居所」欄に「死体 
の所在」を記入すること。 
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様式第１号（第１条関係） (記入例)          安 否 情 報 報 告 書 
 

報告日時：１７年 ４月 １日１２時００分      
市町村名：××市     担当者名：×× 太郎    

避難住民に該当

するか否かの別 

武力攻撃災害により死

亡し又は負傷した住民

に該当するか否かの別 

同意の

有無 
氏  名 フリガナ 出生の年月日 男女の別 住  所 国籍

その他個人を識別

するための情報 
居 所 

負傷又は疾病

の状況 

連絡先その他安否

の確認に必要と認め

られる情報 

備  考 

該当 負傷 有 ○山 ×雄 ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾞﾂｵ S33.2.2 男 ○○県××市△△町 1-1-1   
○○県立病院 
（×市△町 5-5） 軽傷   

該当 非該当 有 消防 太郎 ｼｮｳﾎﾞｳ ﾀﾛｳ S17.5.4 男 ○○県××市◇◇町 2-2-2   
◇◇小学校 
（×市△町 1-2）  

息子 消防次郎氏 
(△△市○△町 2-2-2)  

該当 死亡 有 消防 花子 ｼｮｳﾎﾞｳ ﾊﾅｺ S20.11.5 女 ○○県××市◇◇町 2-2-2   
○○県立病院 
（×市△町 5-5） 死亡  

避難の際に 
はぐれた様子 

該当 非該当 無 不明 不明 不明 男 不明 不明
赤い帽子を被った 2,3
歳児 身長 100cm 程度

◇◇小学校 
（×市△町 1-2）    

該当 非該当 有 ◇田 国○ ｼｶｸﾀﾞ ｸﾆﾏﾙ S44.9.12 男 ○○県××市◇◇町 6-1-1      
◇◇小学校 
（×市△町 1-2）

該当 非該当 有 ◇田 ○子 ｼｶｸﾀﾞ ﾏﾙｺ S46.1.19 女 ○○県××市◇◇町 6-1-1      
◇◇小学校 
（×市△町 1-2）

該当 非該当 有 ◇田 国△ ｼｶｸﾀﾞ ｸﾆｻﾝ H11.8.18 男 ○○県××市◇◇町 6-1-1     
◇◇小学校 
（×市△町 1-2）

 

該当 負傷 有 家○ 進一 ｲｴﾏﾙ ｼﾝｲﾁ S32.10.16 男 △△県○○町××2-1-2   
○○県赤十字病院
（×市△町 3-4） 重傷 

かかりつけ病院 
△△県立病院 

旅行者 

該当 非該当 有 山下 Ｍ夫 ﾔﾏｼﾀ ｴﾑｵ S21.2.4 男 ○○県××市◇◇町 4-5-6      
◇◇小学校 
（×市△町 1-2）

該当 非該当 有 山下 Ｎ子 ﾔﾏｼﾀ ｴﾇｺ S24.12.28 女 ○○県××市◇◇町 4-5-6      
◇◇小学校 
（×市△町 1-2）

該当 非該当 有 山下 Ｏ次 ﾔﾏｼﾀ ｵｵｼﾞ S51.3.3 男 ○○県××市◇◇町 4-5-7     
◇◇小学校 
（×市△町 1-2）

 

該当 負傷 有 山下 Ｐ子 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾟｰｺ S46.7.7 女 ○○県××市◇◇町 4-5-7     
◇◇小学校 
（×市△町 1-2） 軽傷 

該当 負傷 有 ケビン・ガ*** Kevin Ga*** S51.3.11 男 ***Ave.McLean,Virginia 221 米国  
○○県立病院 
（×市△町 5-5） 重傷 

身元引受人 大山○夫氏
(電話番号 0**-***-1234)

負傷又は疾病の
状況の提供拒否 

該当 非該当 無 楊 **** Yao **** S56.6.18 男 ○○県××市◇◇町 3-4-5 中国  
◇◇小学校 
（×市△町 1-2）  

身元引受人 小山×雄氏
(電話番号 0**-***-1234)  

              

              

              

 
備考    １ この用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。 

      ２ 「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、「武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には 

       「死亡」、「負傷」又は「非該当」と記入すること。 

      ３ 「同意の有無」欄には、安否情報の提供に係る同意について「有」又は「無」と記入すること。この場合において、当該同意について特段の条件がある場合は、 

       当該条件を「備考」欄に記入すること。 

      ４ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。 

      ５ 「国籍」欄は日本国籍を有しない者に限り記入すること。 

      ６ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」と記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居所」 

       欄に「死体の所在」を記入すること。 

【別紙２】 資
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 落下物による
頭部打撲

 家屋倒壊の
下敷きとなり、
骨折数ヵ所

 3.31 23:00
ガラス片に
よる裂傷 

 4.1 爆発に
巻き込まれ、

全身火傷

-
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【別紙３】 

様式第２号（第２条関係）（記入例） 
 

安 否 情 報 照 会 書 

１７年 ４月 １日

総務大臣 殿 
 

申 請 者 
住 所  ○○県□□市△△町１－１   

 
氏 名      ○山 ×子      

 
下記の者について、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律第９５条第１項の規定に基づき、安否情報を照会します。  
 

照 会 を す る 理 由  
父親の負傷又は疾病の状況を確認し、今どこにいるかを知り

たいが、電話での連絡が取れないため 

備       考 連絡先 ０＊＊－２５３－＊＊＊＊ 

氏    名 ○山 ×雄 

フ リ ガ ナ マルヤマ バツオ 

出生の年月日 Ｓ３３．２．２ 

男 女 の 別 男 

住    所 ○○県□□市△△町２－２－２ 

国籍 
（日本国籍を有しない者に限る。）  

照
会
に
係
る
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

その他個人を識別する
ための情報  

※  申 請 者 の 確 認  運転免許証により確認 

※  備       考 窓口における書面の提出 

 
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 
を記入すること。 

３ 「出生の年月日」欄は元号により記入すること。 
４ ※印の欄には記入しないこと。 
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【別紙４】 

様式第３号（第３条関係） 
 

安 否 情 報 回 答 書 

１７年 ４月 １日 
○山 ×子  殿 

 
 

総務大臣 
 

 
１７年 ４月  １日付けで照会があった安否情報について、下記のとお

り回答します。  
 

避難住民に該当するか否か

の別 該 当 

武力攻撃災害により死亡し

又は負傷した住民に該当す

るか否かの別 
負 傷 

 住  所 ○○県□□市△△町１－１－１ 

照会に係る者 氏  名 ○山 ×雄 

 フリガナ マルヤマ バツオ 

出生の年月日 Ｓ３３．２．２ 男 女 の 別 男 

国    籍 
（日本国籍を有しない者に限る。）  

その他個人を識別

するための情報  

居    所 
○○県立病院 

(○○県××市△△5-5-5) 
負傷又は疾病の

状況 
軽傷 

(落下物による頭部打撲) 

連絡先その他安否の

確認に必要と認めら

れる情報 
 

 
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、「武力 
攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には「死亡」、「負 
傷」又は「非該当」と記入すること。 

３「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。 
４ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」 

と記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居所」欄に「死体 
の所在」を記入すること。 
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＜記入要領＞ 

（様式第１号） 

 
１ 避難住民とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第５４条第１

項の規定による避難の指示を受けた住民をいい、当該指示に係る地域に滞在する者も含むこと

から、当該要避難地域に住所を有する者及び滞在する者は全て避難住民に該当するものとして

取り扱うこと。 
 
２ 外国人であって、氏名をローマ字で記載できる場合には、氏名欄にカタカナで、フリガナ欄

にローマ字で記載する。 
また、住所が日本国以外の場合であって、住所をローマ字で記載できる場合には、住所欄に

ローマ字で記載する。 
 
３ 国籍欄には、外務省発行の「国名表」を参考に国籍を簡潔に記載する。 

「国名表」に未掲載の国にあっては、「その他」と記載する。 
 
４ その他個人を識別するための情報欄には、氏名、出生の年月日、男女の別、住所、国籍のい

ずれかが不明な場合に、当該情報に代えて個人を識別することができるような身体的特徴等を

記載する。 
 
５ 居所欄には、避難施設の名称及び住所など、避難住民等の現在の所在をできるだけ具体的に

記載する。 
 
６ 負傷又は疾病の状況欄には、負傷の程度を「死亡」、「重傷」、「軽傷」と区分して記載する。

負傷の程度が不明の場合は「不明」と記載するものとし、負傷していない場合は空欄とする。 
この場合、「死亡」とは、当該武力攻撃災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体

は確認できないが、死亡したことが確実な者とする。 
「重傷」とは、当該武力攻撃災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある

者のうち１月以上の治療を要する見込みのものとする。 
「軽傷」とは、当該武力攻撃災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある

者のうち１月未満で治療できる見込みのものとする。 
 
７ 連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報欄には、親戚や身元引受人の所在・連絡先

やかかりつけの病院など、避難施設以外で、避難住民本人と連絡を取り得る連絡先等を記載す

る。 
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８ 備考欄には、安否情報の公開への同意に関する特段の条件等、特に必要と認める事項を記載

する。 
 
９ 氏名、出生の年月日、男女の別、住所、国籍、居所の各欄において不明事項がある場合は、

「不明」と記載するものとし、その他の欄において特記事項がない場合は空欄とする。 
 
（様式第２号） 

 
１ 照会をする理由欄には、具体的な理由の記載を求めるものとし、「安否確認のため」、「取

材・報道のため」といった抽象的な記載だけでは具体性があるとはいえず、安否情報のどの部

分をどのような目的に利用するかが明らかになる程度の記載があることを要する。 
 
２ 申請者の確認欄は、回答を行う地方公共団体の長又は総務大臣（消防庁）が記載する欄であ

り、照会をしようとする者に対して行った本人確認方法を記載する。特段の本人確認を行って

いない場合には、空欄とする。 
 
３ 備考欄は、回答を行う地方公共団体の長又は総務大臣（消防庁）が記載する欄であり、「窓

口における書面の提出」、「電子メール」、「電話」といった照会方法等を記載する。 
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10 赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン

 
 

閣副安危第３２１号 

平成１７年８月２日 

 

各都道府県国民保護主管部長様 

 

 

内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付 

内閣参事官（事態法制企画担当） 

 

 

「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」について 

 

 

国民の保護に関する基本指針の「標章等の交付等に関する基準、手続等」を定める

「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」を別添のとお

り定めたので通知します。 

 

なお、国民の保護に関する基本指針において、地方公共団体の長等の標章等の許可権

者は、必要に応じ、具体的な交付等に関して、必要な要綱を作成するものとするとされ

ていることから、各機関において、それぞれの国民の保護に関する計画と併せて、検討

を行い、必要な要綱を定めるようお願いします。 

 

また、平時においては、啓発及び国民の保護のための措置についての訓練の際に赤十

字標章等及び特殊標章等を活用されるようお願いいたします。 

 

おって、貴都道府県内の市町村及び消防機関等に対しても、この旨周知されるようお

願いします。 

 
 

【連絡先】 

内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付 

参事官補佐後藤、高山 

電 話 ０３－３５８１－８９２６（直通） 

ＦＡＸ ０３－３５８１－５６７１ 
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（参考） 

国民の保護に関する基本指針（抄） 

 

第４章 国民の保護のための措置に関する事項 

第４節 国民の保護のための措置全般についての留意事項 

６ 赤十字標章等及び特殊標章等の交付等 

○国〔内閣官房、外務省、厚生労働省、消防庁等〕は、国民保護法第１５７条第１項

の特殊信号及び身分証明書、同条第２項の赤十字標章等並びに国民保護法第１５８

条第１項の特殊標章及び身分証明書（以下６において「標章等」という。）の交付

等に関する基準、手続等をジュネーヴ諸条約及び同第一追加議定書の規定を踏まえ

て定めるものとする。これに基づき、標章等の許可権者（赤十字標章関係について

は指定行政機関の長及び都道府県知事、特殊標章関係については国民保護法第１５

８条第２項の指定行政機関長等をいう。）は、必要に応じ、具体的な交付等に関し

て、必要な要綱を作成するものとする。 
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赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン 

 

平成１７年８月２日 

赤十字標章等、特殊標章等に係る事務の 

運用に関する関係省庁連絡会議申合せ 

 

１ 目的 

このガイドラインは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平

成１６年法律第１１２号。以下「国民保護法」という。）第１５７条及び第１５８条に規定す

る事務を円滑に実施するため、武力攻撃事態等における赤十字標章等（国民保護法第１５７

条第１項の特殊信号及び身分証明書並びに同条第２項の赤十字標章等をいう。以下同じ。）及

び特殊標章等（国民保護法第１５８条第１項の特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ。）

の交付又は使用の許可（以下「交付等」という。）に関する基準、手続等を定めることを目的

とする。 

 

２ 赤十字標章等の交付等に関する基準、手続等 

(1) 交付等の対象者 

・許可権者（指定行政機関の長及び都道府県知事（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２５２条の１９第１項の指定都市にあっては、指定都市の長。２(1)（②(ｳ)を除く）に

おいて同じ）をいう。以下２において同じ。）は、次に定める区分に従い、赤十字標章等

の交付等を行うものとする。 

① 指定行政機関の長が交付等を行う対象者 

(ｱ) 避難住民等の救援の支援を行う当該指定行政機関の長が所管する医療機関 

(ｲ) 避難住民等の救援の支援を行う当該指定行政機関の職員（その管轄する指定地方行政

機関の職員を含む）である医療関係者（武力攻撃事態。等における国民の保護のための

措置に関する法律施行令（平成１６年政令第２７５号）第１８条の医療関係者をいう。

以下２において同じ）。 

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に定める対象者以外の当該指定行政機関の長が所管する医療機関である指

定公共機関 

(ｴ) (ｱ)から(ｳ)までに定める対象者の委託により医療に係る業務（捜索、収容、輸送等）

を行う者 

② 都道府県知事が交付等を行う対象者 

(ｱ) 当該都道府県知事から国民保護法第８５条第１項の医療の実施の要請、同条第２項の

医療の実施の指示等を受けて、当該都道府県知事の管理の下に避難住民等の救援を行う

医療機関及び医療関係者 

(ｲ) 当該都道府県知事から国民保護法第８０条第１項の救援に必要な援助についての協力

の要請等を受けて、当該都道府県知事の管理の下で行われる避難住民等の救援に必要な

援助について協力をする医療機関及び医療関係者 
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(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に定める対象者以外の当該都道府県知事が指定した医療機関である指定地

方公共機関 

(ｴ) ①(ｱ)から(ｳ)まで及び②(ｱ)から(ｳ)までに定める対象者以外の当該都道府県（地方自

治法第２５２条の１９第１項の指定都市にあっては、指定都市。(2)(ｱ)において同

じ。）において医療を行う医療機関及び医療関係者。 

(ｵ) (ｱ)から(ｴ)までに定める対象者の委託により医療に係る業務（捜索、収容、輸送等）

を行う者 

 

(2) 交付等の手続、方法等 

・赤十字標章等の交付等は、次に定める区分に従い行うものとする。 

(ｱ) 指定行政機関又は都道府県の職員並びにこれらの者が行う医療のために使用される場

所及び車両船舶航空機等（以下「場所等」という。）を識別させるための赤十字標章等

については、許可権者が作成して交付するものとする。 

(ｲ) 対象者の委託により医療に係る業務（捜索、収容、輸送等）を行う者（以下(ｲ)にお

いて「受託者」という。）及び受託者が行う医療に係る業務を行う場所等を識別させる

ための赤十字標章等については、原則として当該対象者が自ら作成して許可権者に対し

て使用の許可の申請（申請書の様式の例は、別紙の様式１のとおりとする。）を行い、

使用の許可を受けるものとする。 

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に定める対象者以外の対象者並びに当該対象者が行う医療のために使用さ

れる場所等を識別させるための赤十字標章等については、当該対象者が自ら作成して許

可権者に対して使用の許可の申請（申請書の様式の例は、別紙の様式１のとおりとす

る。）を行い、使用の許可を受けるものとする。 

・許可権者は、人命の救助等のために特に緊急を要し、対象者からの申請を待ついとまがな

いと認めるときは、当該申請を待たずに白地に赤十字の標章のみを交付することができる。 

・許可権者は、武力攻撃事態等において交付等を行う方法と平時において交付等をしておく

方法とのいずれを採用するか、対象者の種別、対象者が行うことが想定される医療の内容

等に応じて定めるものとする。ただし、赤十字標章等の濫用を防止する必要があることを

踏まえ、武力攻撃事態等において医療等を行う蓋然性が少ないと考えられる者に対しては、

平時においては赤十字標章等の交付等を行わないものとする。 

・許可権者は、申請書の保管、赤十字標章等の交付等をした者に関する台帳（当該台帳の様

式の例は、別紙の様式２のとおりとする。）の作成など交付等した赤十字標章等の管理を

行うものとする。 

・赤十字標章等の交付等を受けた者は、赤十字標章等を紛失し、又は使用に堪えない程度に

汚損若しくは破損した場合には、赤十字標章等の再交付又は再許可を受けることができる

ものとする。この場合において、汚損又は破損した赤十字標章等を返納しなければならな

い。 
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(3) 赤十字標章等の様式等 

① 赤十字等の標章 

・我が国関係者については、すべて白地に赤十字の標章を使用するものとする。なお、白

地に赤新月又は赤のライオン及び太陽の標章については、外国から派遣された医療関係

者等による使用を想定している。 

・白地に赤十字赤新月又は赤のライオン及び太陽の標章以下（(3)及び(7)において「赤十

字等の標章」という。）は、状況に応じて適当な大きさとする。なお、赤十字、赤新月

並びに赤のライオン及び太陽の形状のひな形は図１のとおりである。 

・赤十字等の標章の赤色の部分の色は、金赤（CMYK 値：C-0,M-100,Y-100,K-0、RGB 値：

#FF0000）を目安とする。ただし、他の赤色を用いることを妨げるものではない。 

[図１] 

 

 

 

 

 

 

・場所等を識別させるための赤十字等の標章は、できる限り様々な方向から及び遠方から

（特に空から）識別されることができるよう、可能な限り、平面若しくは旗に又は地形

に応じた他の適当な方法によって表示するものとする。 

・場所等を識別させるための赤十字等の標章は、夜間又は可視度が減少したときは、点灯

し又は照明することができるものとすることが望ましい。 

・赤十字等の標章の赤色の部分は、特に赤外線機器による識別を容易にするため、黒色の

下塗りの上に塗ることができるものとする。 

・対象者を識別させるために赤十字等の標章を使用する際は、できる限り赤十字等の標章

を帽子及び衣服に付けるものとする。 

② 特殊信号 

・対象者が使用することができる特殊信号は、発光信号、無線信号及び電子的な識別とす

る。 

・特殊信号の規格等については、１９４９年８月１２日のジュネーヴ諸条約の国際的な武

力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（議定書Ⅰ）（以下「第一追加議定書」とい

う。）附属書Ｉ第３章の規定によるものとする。 

③ 身分証明書 

・常時の医療関係者等の身分証明書は、第一追加議定書附属書Ｉ第２条の規定も踏まえ、

次の要件を満たす同一の形式のものとし、その様式は別紙の様式３のとおりとする。 

(ｱ) 赤十字等の標章を付し、かつ、ポケットに入る大きさのものであること。 

(ｲ) できる限り耐久性のあるものであること。 

(ｳ) 日本語及び英語で書かれていること。 

 
- 47 -



資料編 10_特殊標章等 

(ｴ) 氏名及び生年月日が記載されていること。 

(ｵ) 所持者がいかなる資格において１９４９年８月１２日のジュネーヴ諸条約（以下単

に「ジュネーヴ諸条約」という。）及び第一追加議定書の保護を受ける権利を有する

かが記載されていること。なお、所持者の資格については、○○省の職員、救援を行

う△△（医療機関）の職員又は医療関係者、指定地方公共機関である××の職員等と

記載することとする。 

(ｶ) 所持者の写真及び署名が付されていること。なお、写真の標準的な大きさは縦４セ

ンチメートル、横３センチメートルとするが、所持者の識別が可能であれば、これと

異なる大きさの写真でも差し支えない。 

(ｷ) 許可権者の印章（公印）が押され、及び当該許可権者の署名が付されていること。

（いずれも印刷されたもので差し支えない。） 

(ｸ) 身分証明書の交付等の年月日及び有効期間の満了日が記載されていること。なお、

有効期間については、武力攻撃事態等において交付等する場合にあっては対象者が行

う医療等の実施が必要と認められる期間等を勘案し、平時において交付等する場合に

あっては対象者である職員の在職予定期間等を勘案して、許可権者が決定することと

する。 

(ｹ) 所持者の血液型が判明している場合には、身分証明書の裏面に所持者の血液型（Ａ

ＢＯ式及びＲｈ式）が記載されていること。 

・臨時の医療関係者等の身分証明書については、原則として、常時の医療関係者等の身分

証明書と同様のものとする。ただし、常時の医療関係者等の身分証明書と同様の身分証

明書の交付等を受けることができない場合には、これらの者が臨時の医療関係者等とし

て医療等を行っていることを証明し並びに医療等を行っている期間及び赤十字等の標章

を使用する権利を可能な限り記載する証明書であって、許可権者が署名するものを交付

等するものとする。この証明書には、所持者の氏名、生年月日及び当該医療関係者等が

行う医療等の内容を記載するとともに、所持者の署名を付するものとする。 

・常時の医療関係者等及び臨時の医療関係者等の区別については、当該医療関係者等が行

う医療等の内容、その期間等を勘案し、許可権者が決定することとする。 

(4) 赤十字標章等の使用に当たっての留意事項 

・何人も、武力攻撃事態等において、赤十字標章等をみだりに使用してはならないとされて

いることを踏まえ、以下のとおり取り扱うものとする。 

(ｱ) 赤十字標章等の交付等を受けた者は、当該赤十字標章等を他人に譲り渡し、又は貸与

してはならない。 

(ｲ) 赤十字標章等の交付等を受けた者は、医療を行っていない場合には、赤十字標章等を

使用してはならない。 

(ｳ) 赤十字標章等により識別させることができる場所等については、当該場所等が専ら医

療のために使用されていなければならない。 

(5) 訓練及び啓発 

・許可権者及び対象者は、国民の保護のための措置（以下「国民保護措置」という。）につ
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いての訓練を実施するに当たって、赤十字標章等を使用するよう努めるものとする。 

・国〔内閣官房、外務省、厚生労働省、消防庁、文部科学省等〕は、地方公共団体等と協力

しつつ、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書に基づく武力攻撃事態等における赤十字標

章等の使用の意義等について教育や学習の場などの様々な機会を通じて国民に対する啓発

に努めるものとする。 

(6) 体制の整備等 

・許可権者は、本ガイドラインに基づき、必要に応じて具体的な運用に関する要綱を作成す

るものとする。なお、許可権者は、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書並びに国民保護

法の規定を踏まえ、それぞれの機関の実情に応じた取扱いを当該要綱で定めることができ

る。 

・許可権者又は対象者は、武力攻撃事態等における赤十字標章等の必要量を勘案した上で、

武力攻撃事態等において赤十字標章等を速やかに交付等し、又は使用できるようあらかじ

め必要な準備を行うよう努めるものとする。 

・国及び地方公共団体は、必要に応じて、職員の服制に関する規定の見直し等を行うものと

する。 

・国〔内閣官房、外務省、厚生労働省、消防庁〕は、許可権者の間で運用の統一が図られる

よう必要な措置を講ずるものとする。 

(7) 平時における赤十字等の標章の使用等 

・平時においては、(5)に定める場合を除いて、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関

する法律（昭和２２年法律第１５９号。(7)において「赤十字標章法」という。）の規定に

基づき、日本赤十字社及び日本赤十字社の許可を受けた者に限って赤十字等の標章を使用

することができるものとする。 

・武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

（平成１５年法律第７９号）第９条第１項の対処基本方針が定められる前に日本赤十字社

から赤十字等の標章の使用の許可を受けた者は、武力攻撃事態等においても、赤十字標章

法第３条に規定する傷者又は病者の無料看護を引き続き行う場合に限り、改めて国民保護

法に基づく交付等を受けることなく赤十字等の標章を使用することができるものとする。 

 

３ 特殊標章等の交付等に関する基準、手続等 

(1) 交付等の対象者 

・許可権者（国民保護法第１５８条第２項の指定行政機関長等をいう。以下３において同

じ。）は、次に定める区分に従い、特殊標章等の交付等を行うものとする。なお「国民保

護措置の実施に必要な援助について協力をする者」とは、国民保護法第７０条第１項、第

８０条第１項、第１１５条第１項及び第１２３条第１項に基づいて、許可権者が実施する

国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者等を指すものである。 

① 指定行政機関の長が交付等を行う対象者 

(ｱ) 当該指定行政機関の職員（その管轄する指定地方行政機関の職員を含む。）で国民保

護措置に係る職務を行うもの 
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(ｲ) 当該指定行政機関の長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

(ｳ) 当該指定行政機関の長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をす

る者 

(ｴ) 当該指定行政機関の長が所管する指定公共機関 

② 都道府県知事が交付等を行う対象者 

(ｱ) 当該都道府県の職員（③(ｱ)及び⑤(ｱ)に定める職員を除く。）で国民保護措置に係る

職務を行う者 

(ｲ) 当該都道府県知事の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

(ｳ) 当該都道府県知事が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者 

(ｴ) 当該都道府県知事が指定した指定地方公共機関 

③ 警視総監又は道府県警察本部長が交付等を行う対象者 

(ｱ) 当該都道府県警察の職員で国民保護措置に係る職務を行う者 

(ｲ) 当該警視総監又は道府県警察本部長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

(ｳ) 当該警視総監又は道府県警察本部長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助につ

いて協力をする者 

④ 市町村長が交付等を行う対象者 

(ｱ) 当該市町村の職員（当該市町村の消防団長及び消防団員を含み、⑤(ｱ)及び⑥(ｱ)に定

める職員を除く。）で国民保護措置に係る職務を行う者 

(ｲ) 当該市町村長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

(ｳ) 当該市町村長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者 

⑤ 消防長が交付等を行う対象者 

(ｱ) 当該消防長の所轄の消防職員で国民保護措置に係る職務を行う者 

(ｲ) 当該消防長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

(ｳ) 当該消防長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者 

⑥ 水防管理者が交付等を行う対象者 

(ｱ) 当該水防管理者の所轄の水防団長及び水防団員で国民保護措置に係る職務を行うもの 

(ｲ) 当該水防管理者の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

(ｳ) 当該水防管理者が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者 

(2) 交付等の手続、方法等 

・特殊標章等の交付等は、次に定める区分に従い行うものとする。 

(ｱ) 許可権者の所轄の職員で国民保護措置に係る職務を行うもの及び当該国民保護措置に

係る当該職員が行う職務のために使用される場所等を識別させるための特殊標章等につ

いては、許可権者が作成して交付するものとする。 

(ｲ) 許可権者の委託により国民保護措置に係る業務を行う者又は許可権者が実施する国民

保護措置の実施に必要な援助について協力をする者及び当該国民措置に係るこれらの者

が行う業務又は協力のために使用される場所等を識別させるための特殊標章等について

は、原則として当該対象者が許可権者に対して交付の申請（申請書の様式の例は、別紙

の様式１のとおりとする。）を行い、許可権者が作成して交付するものとする。 
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(ｳ) 指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する国民保護措置に係る業務を行う者

（当該指定公共機関又は指定地方公共機関の委託により国民保護措置に係る業務を行う

者を含む。）又は当該指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する国民保護措置

の実施に必要な援助について協力をする者及び当該国民保護措置に係るこれらの者が行

う業務又は協力のために使用される場所等を識別させるための特殊標章等については、

指定公共機関又は指定地方公共機関が自ら作成して許可権者に対して使用の許可の申請

（申請書の様式の例は、別紙の様式１のとおりとする。）を行い、使用の許可を受ける

ものとする。 

・許可権者は、人命の救助等のために特に緊急を要し、対象者からの申請を待ついとまがな

いと認めるときは、当該申請を待たずに特殊標章のみを交付することができる。 

・許可権者は、武力攻撃事態等において交付等を行う方法と平時において交付等をしておく

方法とのいずれを採用するか、対象者の種別、対象者が行うことが想定される国民保護措

置に係る職務、業務又は協力の内容等に応じて定めるものとする。ただし、特殊標章等の

濫用を防止する必要があることを踏まえ、武力攻撃事態等において国民保護措置に係る職

務、業務又は協力を行う蓋然性が少ないと考えられる者に対しては、平時においては特殊

標章等の交付等を行わないものとする。 

・許可権者は、申請書の保管、特殊標章等の交付等をした者に関する台帳（当該台帳の様式

の例は、別紙の様式２のとおりとする。）の作成など交付等した特殊標章等の管理を行う

ものとする。 

・特殊標章等の交付等を受けた者は、特殊標章等を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損

若しくは破損した場合には、特殊標章等の再交付又は再許可を受けることができるものと

する。この場合において、汚損又は破損した特殊標章等を返納しなければならない。 

(3) 特殊標章等の様式等 

① 特殊標章 

・特殊標章は、オレンジ色地に青色の正三角形とし、原則として次の条件を満たすものと

する。なお、そのひな形は図２のとおりである。 

(ｱ) 青色の三角形を旗、腕章又は制服に付する場合には、その三角形の下地の部分は、

オレンジ色とすること。 

(ｲ) 三角形の一の角が垂直に上を向いていること。 

(ｳ) 三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していないこと。 

・特殊標章の大きさは、状況に応じて適当な大きさとする。 

・特殊標章の色については、オレンジ色地の部分はオレンジ色（CMYK 値：C-0,M-36,Y-

100,K-0、RGB 値：#FFA500）を、青色の正三角形の部分については青色（CMYK 値：C-

100,M-100,Y-0,K-0、RGB 値：#0000FF）を目安とする。ただし、他のオレンジ色及び青

色を用いることを妨げるものではない。 

［図２］ 
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・場所等を識別させるための特殊標章は、できる限り様々な方向から及び遠方から識別さ

れることができるよう、可能な限り、平面又は旗に表示するものとする。 

・場所等を識別させるための特殊標章は、夜間又は可視度が減少したときは、点灯し又は

照明することができるものとすることが望ましい。 

・対象者を識別させるために特殊標章を使用する際は、できる限り特殊標章を帽子及び衣

服に付けるものとする。 

② 身分証明書 

・身分証明書は、第一追加議定書附属書Ｉ第１５条の規定も踏まえ、次の要件を満たす同

一の形式のものとし、その様式は別紙の様式４のとおりとする。 

(ｱ) 特殊標章を付し、かつ、ポケットに入る大きさのものであること。 

(ｲ) できる限り耐久性のあるものであること。 

(ｳ) 日本語及び英語で書かれていること。 

(ｴ) 氏名及び生年月日が記載されていること。 

(ｵ) 所持者がいかなる資格においてジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書の保護を受け

る権利を有するかが記載されていること。なお、所持者の資格については、○○省の

職員、△△県の職員、指定地方公共機関である××の職員等と記載することとする。 

(ｶ) 所持者の写真及び署名が付されていること。なお、写真の標準的な大きさは縦４セ

ンチメートル、横３センチメートルとするが、所持者の識別が可能であれば、これと

異なる大きさの写真でも差し支えない。 

(ｷ) 許可権者の印章（公印）が押され、及び当該許可権者の署名が付されていること。

（いずれも印刷されたもので差し支えない。） 

(ｸ) 身分証明書の交付等の年月日及び有効期間の満了日が記載されていること。なお、

有効期間については、武力攻撃事態等において交付等する場合にあっては対象者が行

う国民保護措置に係る職務、業務又は協力の実施が必要と認められる期間等を勘案し、

平時において交付等する場合にあっては対象者である職員の国民保護措置を担当する

部局における在職予定期間等を勘案して、許可権者が決定することとする。 

(ｹ) 所持者の血液型が判明している場合には、身分証明書の裏面に所持者の血液型（Ａ

ＢＯ式及びＲｈ式）が記載されていること。 

(4) 特殊標章等の使用に当たっての留意事項 

・何人も、武力攻撃事態等において、特殊標章等をみだりに使用してはならないとされてい

ることを踏まえ、以下のとおり取り扱うものとする。 

(ｱ) 特殊標章等の交付等を受けた者は、当該特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与して

はならない。 

(ｲ) 特殊標章等の交付等を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行って

いない場合には、特殊標章等を使用してはならない。 

(ｳ) 特殊標章等により識別させることができる場所等については、当該場所等が専ら国民

保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用されていなければならない。 
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(5) 訓練及び啓発 

・許可権者及び対象者は、国民保護措置についての訓練を実施するに当たって、特殊標章等

を使用するよう努めるものとする。 

・国〔内閣官房、外務省、消防庁、文部科学省等〕は、地方公共団体等と協力しつつ、ジュ

ネーヴ諸条約及び第一追加議定書に基づく武力攻撃事態等における特殊標章等の使用の意

義等について教育や学習の場などの様々な機会を通じて国民に対する啓発に努めるものと

する。 

(6) 体制の整備等 

・許可権者は、本ガイドラインに基づき、必要に応じて具体的な運用に関する要綱を作成す

るものとする。なお、許可権者は、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書並びに国民保護

法の規定を踏まえ、それぞれの機関の実情に応じた取扱いを当該要綱で定めることができ

る。 

・許可権者又は対象者は、武力攻撃事態等における特殊標章等の必要量を勘案した上で、武

力攻撃事態等において特殊標章等を速やかに交付等し、又は使用できるようあらかじめ必

要な準備を行うよう努めるものとする。 

・国及び地方公共団体は、必要に応じて、職員の服制に関する規定の見直し等を行うものと

する。 

・国〔内閣官房、外務省、消防庁〕は、許可権者の間で運用の統一が図られるよう必要な措

置を講ずるものとする。 

(7) 平時における特殊標章の使用 

・平時におけるいたずらな使用が武力攻撃事態等における混乱をもたらすおそれがあること

にかんがみ、平時における特殊標章の使用については、(5)に定める場合を除いて使用し

ないこととする。 
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[様式１]                                   （別紙） 

 
赤十字        交  付 

標章等に係る      申請書 
特 殊        使用許可 

 
平成  年  月  日 

 
(許 可 申 請 者)  様 

 
私は、国民保護法第１５７条又は第１５８条の規定に基づき、赤十字標章等又は特

殊標章等の交付又は使用許可を以下のとおり申請します。 

氏名：（漢  字）                  

 
   （ローマ字）                  

生年月日（西暦） 

 
    年  月  日

申請者の連絡先 
住  所：〒                        

                              

電話番号：            

Ｅ-mail ：                    

識別のための情報（身分証明書の交付又は使用許可の場合のみ記載） 

身  長：    cm       眼の色： 

頭髪の色：            血液型：     （Ｒｈ因子    ） 

使用許可の場合のみ) 

(身分証明書の交付又は

縦４×横３cm 

 

写 真 

 

 
標章を使用する衣服、場所、車両、船舶、航空機等の概要及び使用する標章の数等 
（標章又は特殊信号の交付又は使用許可の場合のみ記載） 

 
 
 

 
（許可権者使用欄） 

資 格：  

証明書番号：             交付等の年月日：           

有効期間の満了日：  

返却日：  



資料編 10_特殊標章等 

 
- 55 -

 
 

赤十字標章等／特殊標章等の交付／使用許可をした者に関する台帳 

 
証明書 

番号 
氏名（漢字） 氏名（ローマ字） 生年月日 資  格 

交付等の

年月日 

有効期間

の満了日
身長 眼の色 頭髪の色 血液型 その他の特徴等 標章の使用 返納日 備考 

(記入例) 

1 
国民 保護 Hogo Kokumin 1975/6/18 ○○県の職員 2005/6/18 2007/6/18 173 茶 黒 O(Rh+)  帽子、衣服用×1 2007/6/18 所属：国民保護課 

2          

3          
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[
様

式
２

] 
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[様式３] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（日本工業規格Ａ７（横７４ミリメートル、縦１０５ミリメートル）） 
 
[様式４] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（日本工業規格Ａ７（横７４ミリメートル、縦１０５ミリメートル） 
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